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民 生 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２２年３月１１日（木）午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　　午後　４時５４分　散会

１．場所

大会議室

１．出席委員

委 員 長 森西　正  副委員長 嶋野浩一朗 委　　員 本保加津枝

委　　員 上村高義  委　　員 弘　　豊  委　　員 山崎雅数 

１．欠席委員

なし　

１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 副市長　小野吉孝

生活環境部長　水田和男 同部次長兼自治振興課長　杉本正彦

同部参事兼市民課長　萩原　明　　産業振興課長　鈴木康之 同課参事　田橋正一

環境業務課長　早川　茂 環境センター長　上村裕幸 環境対策課長　池上敦実

保健福祉部長　佐藤芳雄 同部理事　福永冨美子

同部次長兼地域福祉課長　登阪　弘　　同部参事兼国保年金課長　堤　守

同部参事兼健康推進課長　阪口　昇　　同部参事兼こども育成課長　稲村幸子

地域福祉課参事兼地域包括支援センター長　川口敦子　　生活支援課長　東澗順二

障害福祉課長　吉田量治 国保年金課参事　大嶋良一 同課参事　寺田　博

健康推進課参事　前野さゆみ　　介護保険課長　山田雅也

こども育成課参事　船寺順治

１．出席した議会事務局職員
事務局長　野杁雄三 同局参事　池上　彰

１．審査案件（審査順）

議案第　１号 平成２２年度摂津市一般会計予算所管分

議案第１０号 平成２１年度摂津市一般会計補正予算（第８号）所管分

議案第　７号 平成２２年度摂津市パートタイマー等退職金共済特別会計予算

議案第２３号 摂津市商業の活性化に関する条例制定の件

議案第２８号 摂津市墓地管理基金条例の一部を改正する条例制定の件

議案第３３号 摂津市立保健センター条例の一部を改正する条例制定の件

議案第３１号 摂津市保育の実施に関する条例の一部を改正する条例制定の件
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議案第　３号 平成２２年度摂津市国民健康保険特別会計予算

議案第　４号 平成２２年度摂津市老人保健医療特別会計予算

議案第１２号 平成２１年度摂津市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

議案第３４号 摂津市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件

議案第　９号 平成２２年度摂津市後期高齢者医療特別会計予算

議案第１５号 平成２１年度摂津市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

議案第　８号 平成２２年度摂津市介護保険特別会計予算

議案第１４号 平成２１年度摂津市介護保険特別会計補正予算（第４号）
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（午前１０時　開会）

○森西正委員長　ただいまから民生常任

委員会を開会します。

　理事者からあいさつを受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　委員の皆様には年度末、何かとお忙し

いところ、本日は、民生常任委員会をお

持ちいただきまして、大変ご苦労さまで

ございます。

　本日の案件は、平成２２年度の摂津市

一般会計予算の所管分のほか１４件につ

いてご審査をいただくわけでございます

が、何とぞ慎重審査の上、ご可決賜りま

すよう、よろしくお願いいたします。

　一たん退席いたしますが、どうぞよろ

しくお願いします。

○森西正委員長　あいさつが終わりまし

た。

　本日の委員会記録署名委員は、嶋野委

員を指名します。

　審査の順序につきましては、お手元に

配付しています案のとおり行うことに異

議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○森西正委員長　異議なしと認め、その

ように決定します。

　暫時休憩します。

（午前１０時１分　休憩）

（午前１０時２分　再開）

○森西正委員長　再開します。

　議案第１号所管分及び議案第１０号所

管分の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　佐藤保健福祉部長。

○佐藤保健福祉部長　それでは、議案第

１号　平成２２年度摂津市一般会計歳入

歳出予算のうち保健福祉部生活支援課、

障害福祉課、こども育成課、国保年金課

及び介護保険課が所管しております事項

につきまして、目を追って、その主なも

のについて補足説明をさせていただきま

す。

　まず、歳入でございますが、２８ペー

ジから３１ページの款１２、分担金及び

負担金、項１、負担金、目１、民生費負

担金は、介護給付費負担金、保育所保育

料などが主なものとなっており、前年度

に比べ１３％、約１億１，６９８万円の

増となっております。これは主に障害者

福祉サービスに係る介護給付費負担金の

増によるものでございます。

　３０ページ、款１３、使用料及び手数

料、項１、使用料、目２、民生使用料の

うち保健福祉部に係る使用料は、前年度

と同額でございます。

　３６ページから３９ページの款１４、

国庫支出金、項１、国庫負担金、目１、

民生費国庫負担金は、生活保護費、子ど

も手当、障害者自立支援給付、児童福祉

費などの国庫負担金が主なものとなって

おり、前年度に比べ５１．８％、約１４

億４，１１７万円の増となっております。

これは主に子ども手当が新たに設けられ

たことや、生活保護費等負担金の増によ

るものでございます。

　３６ページから３９ページの項２、国

庫補助金、目１、民生費国庫補助金は、

前年度に比べ６４．５％、約１億４，８

４０万円の減となっております。これは

主に前年度計上しておりました一津屋愛

育園及び私立とりかい保育園の建替え事

業に対する施設整備交付金を、本年度は

計上していないことによるものでござい

ます。

　４０ページ、項３、委託金、目２、民

生費委託金は、国民年金事務等に係る委

託金で、前年度に比べ４７％、約９５７

万円の増となっております。これは主に

子ども手当事務委託金を新たに計上した
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ことによるものでございます。

　同じく４０ページから４３ページの款

１５、府支出金、項１、府負担金、目１、

民生費府負担金は、国民健康保険基盤安

定、障害者自立支援給付、児童福祉費、

子ども手当などが主なものとなっており

ますが、前年度に比べ１３．２％、約１

億２，３９５万円の増となっております。

これは主に障害者福祉サービスに係る介

護給付費負担金の増、及び子ども手当に

係る府の負担が新たに設けられたことな

どが、主なものでございます。

　４２ページから４５ページの項２、府

補助金、目２、民生費府補助金は、前年

度に比べ３１．８％、約８，９１２万円

の増となっております。これは主に制度

改正による保育所運営費補助金の増、及

び家庭児童相談室で実施する総合育児支

援システム設計などを対象とした、大阪

府安心こども基金特別対策事業費補助金

などを計上したことによるものでござい

ます。

　４８ページ、項３、委託金、目２、民

生費委託金は、障害児（者）地域療育等

支援事業委託金でございます。

　５４ページ、款１９、諸収入、項３、

貸付金元利収入、目４、老人医療費資金

貸付金元利収入は、前年度と同額でござ

います。

　５６ページ、款１９、諸収入、項４、

雑入、目２、雑入のうち５６ページから

５９ページが保健福祉部関係で、生活保

護法による返還金、徴収金、保育所職員

給食費負担金、児童主食費負担金などで

ございます。

　続きまして、歳出でございますが、９

６ページから１０１ページの款３、民生

費、項１、社会福祉費、目１、社会福祉

総務費は、事務の執行に係る経費のほか、

広域連合医療給付等負担金などの負担金、

国民健康保険などの特別会計への繰出金

が主なもので、人件費を除き、前年度に

比べ０．８％、約１，６６１万円の減と

なっております。

　１０２ページ、目３、国民年金総務費、

及び目４、国民年金事務費は、国民年金

事務に係る経常経費でございます。

　１０２ページから１０５ページの目５、

老人医療助成費は、前年度に比べ３４％、

約４，９８０万円の増となっております。

これは平成２０年度の高齢者医療制度の

改正により、これまで老人保健医療の対

象であった方が、国民健康保険を選択す

ることが可能となり、市の負担割合が１

割から３割となった方が生じることによ

るものでございます。

　１０４ページ、目６、身体障害者医療

助成費は、前年度に比べ１．１％、約１

４０万円の増となっております。

　１０４ページから１０７ページの目７、

障害福祉費は、社会福祉事業運営委託料、

市立みきの路運営委託料、障害福祉サー

ビス費等給付費などが主なもので、前年

度に比べ１２％、約１億７，０２３万円

の増となっております。これは主に市立

みきの路及び小規模通所授産施設が新体

系に移行し、障害福祉サービス費等給付

費が、前年度と比べて増となったことに

よるものでございます。

　１０６ページから１０９ページの項２、

児童福祉費、目１、児童福祉総務費は、

民間保育所運営費補助金、保育所運営費

負担金などが主なもので、人件費を除き、

前年度とほぼ同額となっております。

　１１０ページ、目２、児童措置費は、

新たに子ども手当が創設されましたこと

から、前年度に比べ９４．５％、約１０

億７，５８４万円の増となっております。

　１１０ページから１１３ページ、目３、

児童福祉施設費は、市立保育所の運営に
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係る非常勤職員等の賃金、給食賄材料費

などが主なもので、前年度に比べ３％、

約６３６万円の増となっておりますが、

これは、前向き子育てプログラム委託料、

及び子育て情報発信グループ立上げ支援

委託料などを、新たに計上したことによ

るものでございます。

　１１２ページ、目４、母子福祉費は、

前年度に比べ１９．６％、約５２１万円

の増となっております。これは、母子家

庭高等技能訓練促進費の増によるもので

ございます。

　同じく目５、乳幼児等医療助成費は、

前年度に比べ０．７％、約９５万円の減

となっております。

　同じく目６、ひとり親家庭医療助成費

は、前年度に比べ１０％、約５６２万円

の増となっております。これは対象者の

増によるものでございます。

　１１４ページ、項３、生活保護費、目

１、生活保護総務費は、人件費を除き、

前年度に比べ６６．７％、約３，１６９

万円の減となっております。これは、昨

年度計上しておりました生活保護システ

ム委託料を、本年度は計上していないこ

とによるものでございます。

　同じく、目２、扶助費は、前年度に比

べ１９．７％、４億６００万円の増となっ

ております。これは対象者の増によるも

のでございます。

　以上、保健福祉部生活支援課、障害福

祉課、こども育成課、国保年金課及び介

護保険課が所管しております、平成２２

年度一般会計歳入歳出予算についての補

足説明とさせていただきます。

　続きまして、議案第１０号　平成２１

年度摂津市一般会計補正予算（第８号）

のうち保健福祉部生活支援課、障害福祉

課、こども育成課、国保年金課及び介護

保険課が所管しております事項につきま

して、補足説明をさせていただきます。

　それでは、１１ページからの歳入歳出

補正予算事項別明細書の目を追って、主

なものについてご説明を申し上げます。

　まず、歳入でございますが、１６ペー

ジ、款１４、国庫支出金、項１、国庫負

担金、目１、民生費国庫負担金の減額は、

民間保育所運営費基準額の改正による負

担金の減額、及び児童手当、児童扶養手

当の対象者が、当初見込みより減になっ

たことなど、事務事業の精査によるもの

でございます。

　同じく１６ページ、項２、国庫補助金、

目１、民生費国庫補助金の生活保護費補

助金の減額は、生活保護システム委託料

が、当初見込みより減になったことによ

るものでございます。

　１８ページ、項３、委託金、目２、民

生費委託金は、子ども手当の創設に伴う

システム改造に対する事務委託金でござ

います。

　同じく１８ページ、款１５、府支出金、

項１、府負担金、目１、民生費府負担金

のうち後期高齢者医療保険基盤安定負担

金は、保険料法定軽減の件数が当初見込

みより増となったことによるものでござ

います。

　同じく１８ページ、項２、府補助金、

目２、民生費補助金は、大阪府安心こど

も基金特別対策事業費補助金で、新型イ

ンフルエンザ対策に係る経費を対象とし

たもので、歳出は、平成２１年第２回定

例会で補正を行ったものでございます。

　続きまして、４２ページからの歳出で

ございますが、款３、民生費、項１、社

会福祉費、目１、社会福祉総務費は、広

域連合市町村負担金及び国民健康保険特

別会計繰出金などが、当初見込みより減

になったことなど、事務事業の精査によ

るものでございます。
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　４４ページから４７ページ、目７、障

害福祉費は、男女共同参画センターを、

（仮称）障害者総合支援センターに改修

整備するための経費を新たに計上したほ

か、日常生活用具の交付件数、移動支援

の給付件数が、当初見込みより減になっ

たことなど、事務事業の精査によるもの

でございます。

　４６ページ、項２、児童福祉費から４

８ページ、項３、生活保護費までは、民

間保育所の運営費基準額の改正による負

担金の減額、及び児童手当、児童扶養手

当、生活保護システム委託料が、当初見

込みより減になったことなど、事務事業

の精査によるものでございます。

　以上で、平成２１年度摂津市一般会計

補正予算（第８号）の補足説明とさせて

いただきます。

○森西正委員長　福永保健福祉部理事。

○福永保健福祉部理事　それでは、議案

第１号　平成２２年度摂津市一般会計歳

入歳出予算のうち保健福祉部健康推進課

及び地域福祉課が所管いたしております

事項につきまして、目を追って、その主

なものについて補足説明をさせていただ

きます。

　まず、歳入でございますが、３０ペー

ジ、目３、衛生使用料のうち健康推進課

に係る使用料は、前年度に比べ８．９％、

約７４５万円の減となっております。こ

れは市営葬儀使用料及び葬儀会館使用料

が減となったものでございます。

　３４ページ、項２、手数料、目２、衛

生手数料のうち健康推進課に係る手数料

は、前年度に比べ３．３％、約８万円の

増となっております。

　３８ページ、目２、衛生費、国庫補助

金は、女性特有のがん検診推進事業補助

金でございます。

　同じく３８ページ、目３、土木費国庫

補助金の社会資本整備総合交付金の中に、

市民プール跡地に市営住宅とともに平成

２２年度、２３年度の２か年で整備いた

します地域福祉活動支援センターに係る

交付金も含まれております。

　４２ページ、目２、災害弔慰金府負担

金は、前年度と同額で、災害救助法適用

災害に係る遺族への弔慰金でございます。

　４４ページ、目３、衛生費、府補助金

のうち健康推進課に係る補助金は、前年

度に比べ１０．８％、約２１８万円の増

となっております。これは主に新たに自

殺対策緊急強化事業補助金を計上したこ

となどによるものでございます。

　５２ページ、款１８、繰入金、項２、

基金繰入金、目３、墓地管理基金繰入金

は、前年度に比べ約８万円の増となって

おります。これは基金によって賄われる

墓地の管理経費の増によるものでござい

ます。

　５６ページからの項４、雑入、目２、

雑入は、健康推進課の各種検診、及び予

防接種に係る自己負担金、及び地域福祉

課に係る各種サービスの利用料などでご

ざいます。

　次に、歳出でございますが、７０ペー

ジ、款２、総務費、項１、総務管理費、

目１、一般管理費のうち水道事業会計繰

出金は、ひとり暮らし高齢者、ひとり親

家庭等に係る水道料金減免に伴うもので、

前年度に比べ５．４％、約１０６万円の

増となっております。

　９９ページ、目１、社会福祉総務費で

は、先ほど申し上げました地域福祉活動

支援センターの工事請負費を計上してお

ります。

　１００ページから１０３ページの目２、

老人福祉費は、前年度に比べ１．６％、

約８６４万円の増となっております。こ

れは主にせっつ桜苑に対する施設介護サー
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ビス委託料などの増によるものでござい

ます。

　１１６ページ、項５、災害救助費、目

１、災害救助費は、災害救助法適用災害

に係る遺族への弔慰金等で、前年度と同

額となっております。

　１１６ページから１１９ページの款４、

衛生費、項１、保健衛生費、目１、保健

衛生総務費は、保健センター及び休日応

急診療所の管理委託料、また、三師会、

夜間休日応急診療所、三次救命救急セン

ター等の補助金、負担金などが主なもの

で、人件費を除き、前年度に比べ４７．

４％、約４，８９９万円の増となってお

ります。これは主にコミュニティプラザ

への移転に伴う保健センター管理委託料

の増によるものでございます。

　１１８ページから１２１ページの目２、

予防費は、前年度に比べ７．６％、約１，

９２４万円の増となっております。これ

は子宮がん検診などの委託料の増や、特

定健診の追加項目として、新たに心電図

及び眼底検査委託料を計上したことなど

によるものでございます。

　１２０ページ、目３、環境衛生費は、

前年度に比べ１０３．７％、約６６８万

円の増となっております。これは主に樹

木消毒等委託料を新たに計上したことに

よるものでございます。

　１２２ページ、目６、斎場費は、前年

度に比べ３８．１％、約５，１１２万円

の増となっております。これは主に火葬

炉設備改修工事費を新たに計上したこと

によるものでございます。

　同じく１２２ページ、目７、墓地管理

費は市営墓地の管理経費で、前年度に比

べ約３３８万円の増で、これは主に市営

墓地の修繕料を新たに計上したことによ

るものでございます。

　１９６ページに飛びますが、款１１、

諸支出金、項１、災害援護資金貸付金、

目１、災害援護資金貸付金は前年度と同

額で、災害救助法適用災害に係る貸付金

でございます。

　以上、保健福祉部健康推進課及び地域

福祉課が所管いたしております平成２２

年度一般会計予算についての補足説明と

させていただきます。

　続きまして、議案第１０号　平成２１

年度摂津市一般会計補正予算（第８号）

のうち保健福祉部健康推進課及び地域福

祉課が所管しております事項につきまし

て、補足説明をさせていただきます。

　それでは、１１ページからの、歳入歳

出補正予算事項別明細書の目を追って、

主なものについてご説明申し上げます。

　まず、歳入でございますが、１４ペー

ジ、款１２、分担金及び負担金、項１、

負担金、目１、民生費負担金の減額は、

地域包括センターが担当しております要

介護認定で、要支援の方を対象としたケ

アプラン作成の件数が、当初見込みより

減になったことによるものでございます。

　１８ページ、款１５、府支出金、項２、

府補助金、目３、衛生費府補助金の増額

は、医療用陰圧テント購入に係る大阪府

拠点型発熱外来整備等促進補助金でござ

います。

　続きまして、歳出でございますが、４

２ページから４３ページの目１、社会福

祉総務費の減額は、香露園ちびっこ広場

の用地購入に係る測量を元の所有者の方

で行ったいただいたことにより執行がな

かったこと、及び先ほど説明させていた

だきました要支援者のケアプラン作成に

係る介護予防支援業務委託負担金の減な

ど、事務事業の精査によるものでござい

ます。

　４２ページから４５ページの目２、老

人福祉費は、養護老人ホームに係る措置
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件数や住宅改造助成の件数が当初見込み

より減になったことなど、事務事業の精

査によるものでございます。

　４８ページから４９ページの款４、衛

生費、項１、保健衛生費、目２、予防費

の減は、主に日本脳炎予防接種の積極的

勧奨を見合わせていることなどによるも

のでございます。

　４８ページから５１ページの目６、斎

場費の増は、耐震補強の工事を行うこと

によるものでございます。

　以上、保健福祉部健康推進課及び地域

福祉課が所管しております平成２１年度

摂津市一般会計補正予算（第８号）所管

分の補足説明とさせていただきます。

○森西正委員長　水田生活環境部長。

○水田生活環境部長　議案第１号　平成

２２年度摂津市一般会計予算のうち生活

環境部に係ります主な事項につきまして、

目を追って補足説明をさせていただきま

す。

　まず、歳入でございますが、３０ペー

ジ、款１３、使用料及び手数料、項１、

使用料、目２、民生使用料のうち文化ホー

ル等各施設の使用料は、前年度に比べ３．

３％の減となっております。

　３４ページ、項２、手数料、目１、総

務手数料のうち市民課に係る戸籍手数料

等は、前年度に比べ３．２％の減となっ

ております。

　目２、衛生手数料のうち塵芥処理手数

料は、一般廃棄物の焼却手数料及び臨時

ごみ等の収集運搬処分手数料などでござ

いますが、前年度と比べ１４．２％の減

となっております。これは、ごみの減量

によるものでございます。

　鳥獣登録手数料は、鳥獣の保護及び狩

猟の適正化に関する法律に定める鳥獣飼

養登録等事務手数料でございます。

　目３、農林水産業手数料は、土地現況

証明手数料でございます。

　４０ページ、款１４、国庫支出金、項

３、委託金、目１、総務費委託金のうち

戸籍住民基本台帳費委託金は、外国人登

録事務に係るもので、前年度と同額となっ

ております。

　４４ページ、款１５、府支出金、項２、

府補助金、目３、衛生費府補助金のうち

公害対策費補助金及び違法屋外広告物除

去事務経費補助金は、委任事務等の補助

金でございまして、定額補助となってお

ります。また、鳥獣飼養登録事務費交付

金につきましては、大阪府からの事務移

譲に伴う人件費に係る交付金でございま

す。グリーンニューディール基金市町村

補助金は、市庁舎、環境センター及びス

トックヤード省エネ化改修事業に係る補

助金でございます。

　４６ページ、目４、農林水産業費府補

助金は、農業委員会に係る農業委員会交

付金及び農地関係交付金でございます。

　目５、商工費府補助金は、大阪府から

の移譲事務における工場立地法関係事務

と、消費対策での家庭用品品質表示法関

係事務に係る交付金及び消費対策事業を

充実させるための地方消費者行政活性化

交付金でございます。

　４８ページ、項３、委託金、目１、総

務費委託金のうち市民課に係りますもの

は、人口動態調査に関する事務委託金及

び電子証明書発行に関する事務委託金で、

前年度と比べ２．１％の減となっており

ます。

　５４ページ、款１９、諸収入、項３、

貸付金元利収入、目２、中小企業事業資

金融資預託金収入は、事業資金融資に伴

い、市内の金融機関に預託しております

元金収入でございます。

　５６ページ、項４、雑入、目２、雑入

のうち、自治振興課に係る主なものとし
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て、文化ホール入場料及び自主事業参加

料などを計上いたしております。

　産業振興課に係るものとして、商品券

発行に伴う商店連合会の負担金と、商品

券の売上金及び市民農園利用料を計上い

たしております。

　環境業務課に係るものとして、資源ご

み売却収入は、古紙、古布、缶、ビン、

ペットボトルなどの資源物の売却収入を

見込んでおります。

　続きまして、歳出でございますが、７

４ページ、款２、総務費、項１、総務管

理費、目７、都市交流費は、都市交流及

び国際交流に係る経費を計上いたしてお

りまして、前年度に比べ８８．６％の増

となっております。この主な要因は、本

市の友好都市でありますオーストラリア

バンダバーグ市で開催されるサッカー交

流試合に、友好交流訪問団を派遣する経

費及び在住外国人への支援としての日本

語教室委託に係る経費によるものでござ

います。

　７６ページ、目１１、防犯対策費は、

防犯灯の設置及び維持管理等に係る経費

を計上いたしております。前年度に比べ

１％の減となっております。

　７８ページ、目１４、自治振興費は、

地区振興委員報酬、摂津まつり振興会補

助、地域活性化補助並びに犯罪被害者等

への支援に係る経費が主なものでござい

まして、前年度に比べ４．８％の増となっ

ております。

　８８ページ、項３、戸籍住民基本台帳

費、目１、戸籍住民基本台帳費は、市民

課業務に係る経費を計上いたしておりま

して、前年度に比べ８．２％の増となっ

ております。この主な要因は、戸籍電算

システムの保守委託が、平成２１年１０

月１日から開始され、前年度の委託期間

が６か月であったことと、本人通知事前

登録制度の実施に係ります電算システム

の改修費用によるものでございます。

　１１６ページ、款３、民生費、項４、

生活文化費、目１、生活文化総務費は、

摂津都市開発株式会社及び施設管理公社

への施設管理等の委託、フォルテ２１２、

２１３の借り上げ、並びに公共公益施設

再配置に伴う旧保健センター改修工事に

要する経費が主なものでございまして、

前年度に比べ８５．３％の増となってお

ります。

　目２、文化ホール費は、文化ホールに

係ります舞台照明装置及びステージスピー

カーの借り上げ経費でありまして、前年

度と同額となっております。

　１２０ページ、款４、衛生費、項１、

保健衛生費、目４、公害対策費は、前年

度に比べ７．３％の増となっております。

　１２２ページ、目５、環境政策費は、

前年度に比べ２８６．２％の増となって

おりますが、これは、主に地球温暖化防

止地域計画策定委託料によるものでござ

います。

　１２４ページ、項２、清掃費、目１、

清掃総務費は、前年度に比べ２．１％の

減となっております。

　目２、塵芥処理費は、前年度に比べ２．

２％の増となっております。

　１２８ページ、目４、環境センター費

は、焼却施設の運転維持管理に係る経常

経費でございまして、前年度に比べ２２．

５％の増となっております。

　１３０ページ、款５、農林水産業費、

項１、農業費、目１、農業委員会費は、

農業委員会運営に係る経費で、主なもの

は農業委員の報酬でございます。

　目２、農業総務費は、農業総務に係り

ます経費を計上いたしておりまして、前

年度に比べ１３．１％の減となっており

ます。
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　１３２ページ、目３、農業振興費とし

て主なものは農業振興団体補助金、農業

祭補助金、花とみどりの景観事業等でご

ざいます。

　１３４ページ、款６、商工費、項１、

商工費、目１、商工総務費は、前年度に

比べ１７．５％の減となっております。

　目２、商工振興費は、前年度に比べ５

９．３％の減となっております。これは

主に企業誘致奨励金の当該事業者に対し

ての支出が、２１年度で終了したことに

よるものでございます。

　１３６ページ、目３、消費対策費は、

前年度に比べ１５．６％の増になってお

ります。これは消費生活相談嘱託員の賃

金及び賞与、時間外のベースアップ分の

増と、地方消費者行政活性化交付金によ

る事業拡充によるものでございます。

　以上、生活環境部に係ります歳入歳出

予算の補足説明とさせていただきます。

　続きまして、議案第１０号、平成２１

年度摂津市一般会計補正予算（第８号）

のうち、生活環境部にかかわる部分につ

きまして、目を追って主なものについて

補足説明をさせていただきます。

　まず、歳入でございますが、２２ペー

ジ、款１９、諸収入、項４、雑入、目２、

雑入のうち環境業務課にかかわりますも

のでございますが、これは環境に配慮し

た廃棄物運搬車導入に係る補助金収入で

ございます。

　次に、歳出でございますが、３０ペー

ジ、款２、総務費、項１、総務管理費、

目７、都市交流費は、中国バンプー市か

らの円借款プロジェクト訪日研修代表団

来摂の実績に応じて減額するものでござ

います。

　３２ページ、目１１、防犯対策費の減

額は、自治会で管理をしていただいてお

ります防犯灯の維持管理費補助金などの

実績に応じて減額するものでございます。

　目１４、自治振興費の減額は、市民法

律相談弁護士報酬や、住民活動災害保障

保険契約などの実績に応じて減額するも

のでございます。

　４８ページ、款３、民生費、項４、生

活文化費、目１、生活文化総務費は、旧

保健センター改修に係る実施設計業務委

託を入札したことによる差金を減額する

ものでございます。

　款４、衛生費、項１、保健衛生費、目

４、公害対策費は、大気・水質の測定委

託を一括入札したことによる差金を減額

するものでございます。

　５０ページ、項２、清掃費、目１、清

掃総務費は、臨時収集作業員の賃金の執

行差金を減額するものでございます。

　目２、塵芥処理費の減額の主な理由に

つきましては、リサイクルプラザの臨時

職員賃金の執行差金を減額いたすもので

ございます。

　目４、環境センター費の減額の主な理

由につきましては、経常経費の実績及び

入札に伴う差金等でございます。

　以上、補正予算の補足説明とさせてい

ただきます。

○森西正委員長　説明が終わり、質疑に

入ります。

　山崎委員。

○山崎雅数委員　一般会計の当初と補正

予算をあわせてお聞きをしたいと思いま

す。

　まず、歳入の方ですけれども、３０ペー

ジ、民生使用料というところで、文化ホー

ルなどが減った予算組みになっているん

ですけども、この理由をお聞かせいただ

きたいと思います。フォルテ、正雀市民

ルーム、ふれあいルームなどもお願いで

きればと思っています。

　それから、コミュニティプラザの方は
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使用料、駅前等再開発特別委員会で今回

審議されますけども、民生常任委員会に

移ってくるということですので、文化ホー

ル、フォルテ、市民ルームの使用料との

関係、コミプラは試算になりますでしょ

うけれども、お願いしたいと思います。

　それから、コミプラの使用料は、経費

の３割程度を考えるというようなことも

ちょっと聞いているんですけども、市民

ルームの使用料が管理委託の何割ぐらい

になっているか、市民ルームの使用料が

非常に高いというふうに何年か前からお

聞きしておりますので、見直しができな

いかお聞かせいただきたいと思います。

　次に、衛生使用料ですけども、市営葬

儀、メモリアルホールともに減るという、

この予測の中身をお聞かせいただきたい

と思います。

　それから、市営葬儀の使用料、この間

いろいろやりとりさせてもらってる中で、

ふやそうとする努力をすべきではないか

という話もさせてもらっているんですけ

ども、お聞かせいただきたいと思ってお

ります。

　次に、墓地使用料ですけども、今回、

議案第２８号も上がっておりますけども、

この中身もお聞かせいただきたいと思い

ます。

　次に、３４ページ、衛生手数料、この

一般廃棄物焼却手数料の減というのがど

ういうことか、お聞かせいただければと。

実績等も、それから数字も上げてもらえ

たらありがたいと思っております。

　次に、３６ページ、国庫負担金ですけ

れども、障害者自立支援給付費等負担金

ということで、昨年と比べるとこちらに

全部まとまった感じになるんですけれど

も、この中身。自立支援体系の移行との

関係等もあると思うんですが、歳出の方

で、事業の中身で減ったりとか、ふえた

りとかいうのがあるのか、中身を事業別

というか、説明してもらえばわかりやす

いかと思います。

　それから児童手当の負担金、これも減っ

てるのかなと思うので、これをお聞かせ

いただきたいと思います。

　それから３８ページ、生活保護適正実

施推進事業補助金、これの中身を。何か

事業で減ることがあったのか、お聞かせ

いただきたいと思います。

　それから、女性特有のがん検診の国庫

補助金です。これはあるということなん

ですけども、執行の残りはどこが持つの

か、全部市なのかなと思うんです、お聞

かせいただきたいと思います。

　次に、４０ページの府の社会福祉費負

担金、これも国とは項目というか、もの

が違うんでしょうけれども、この中身を、

国との比較を出していただければと思う

んですが。

　児童手当負担金、先ほどもちょっと国

の方でも聞いたんですけども、府の方は

これはふえるのかなと、この辺をお聞か

せいただければと思います。

　次に、４４ページ、大阪府安心こども

基金特別対策事業費補助金、これが何に

使われるかというか、これの中身をお聞

かせいただきたいと思います。

　それから４６ページ、これも新規事業

ですかね、グリーンニューディール、自

殺対策、これもどういうふうに使われる

のか、お聞かせいただきたいと思います。

　それから、次の４８ページの障害児

（者）地域療育等支援事業委託金、これ

も倍増ですけれども、新しい事業展開が

あるのか、中身をお聞かせいただきたい

と思います。

　それから５６ページ、雑入で、ことし

また市民農園の利用料というのが発生す

るというところで、１９２万５，０００
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円上げていただいているんですけども、

これももう少し詳しくお聞かせいただき

たいと思います。これまで固定資産税に

対して委託金を出して相殺しているよう

な形になっていたと思うんですけれども、

これが要らなくなるということであれば、

基本的には、この使用料は丸々というこ

とはないんですけども、市に入り、増に

なると思うんですけれども、還元という

か、利用者に対して何かないのか、お聞

かせいただきたいと思っております。

　５８ページで生活保護の方ですけど、

新たに返還金等の予算が組まれた形になっ

ているんですけども、大分実績もあるの

かなと思って、これをお聞かせいただき

たいと思います。

　それから６０ページ、地域福祉活動支

援センター事業債、これは何に使われる

のかなと思いまして、中身をお聞かせく

ださい。

　歳出です。７０ページの水道事業会計

繰出金、生活困難な方々への支援という

ことで２，５００万円、財政課とあわせ

て水道事業に入るわけですけれども、こ

れは行革の関係では、削減の方向なのか

なと思っておりまして、この方向性をお

聞かせいただければと思います。

　次に、７８ページ、昨年はあったと思

うんですけれども自治振興の部分、市民

法律相談の弁護士報酬がなくなっている

ようなんですが、お聞かせいただきたい

と思います。

　次に、９８ページ、高齢福祉管理シス

テム保守作業委託料の中身をお聞かせい

ただきたいと思います。

　それから１００ページ、委託の認知症

サポーター、これがなくなったのかなと

いうのをお聞かせいただきたいと思いま

す。

　それから１０６ページ、昨年度と大分

比較をさせてもらったんですが、福祉ホー

ムの給付、これも減っているのかなと思

いまして、お聞かせいただきたいと思い

ます。

　それから、新しく障害者総合支援セン

ター事業は新規と言えるかどうか、私も

若干、中身を聞かせてもらうたびに首を

傾げるんですけれども、ウイングをふれ

あいの里から移すということなんですが、

障害者団体が求めるセンターというのは、

機能訓練設備ですとか、関係図書を備え

たというか、そういう施設を望んでおら

れたんではないかなと思いまして、この

中身についてお聞かせいただきたいと思

うんですが。デイサービス、一時預かり

なんかもできるようにするというような

話も聞いておりますが、支援学校から夕

方、送り届けるということもできると聞

いておりますけれども、自宅まで送迎は

できないのかなと思いまして、お聞かせ

いただきたいと思います。

　あと障害の施設給付の方は、国の改正

の中で日割り給付から月割りの給付になっ

てきた関係なのかなと思いまして、給付

費の増の背景などもお聞かせいただきた

いと思います。

　それから１０８ページ、またこれも見

なれないのがありましたので、ファンフ

レンズプログラム委託料、これの中身を

お聞かせいただきたいと思います。子育

ての部分で言うと行革との関係で、保育

所の民間委託ですとか、こども園の構想

もこのまま進めるのか、議会での議論の

方向ですとか、方針決定に議会が賛否だ

けかかわるというのはどうかと思ってお

りますので、保育の進め方というか、こ

ども園とか保育所の進め方をお聞かせい

ただきたいと思います。

　それから１１２ページ、これも新しい

事業ですか、前向き子育てプログラムで
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すとか子育て情報発信グループ立上げ支

援ですとか、このあたりをお聞かせいた

だきたいと思います。

　あと、子ども医療の補助の関係で、補

助の拡大の方向性をお持ちなのかどうか、

代表質問でも聞かせもらいましたけど、

お聞かせいただければと思います。堺市

が、今回、中学卒業まで補助をすると。

長野県の木曽町では高校卒業までいくと。

国の政策を引っ張るという背景も地方自

治体にありますから、拡充の方向がない

のかなと思っておりまして、お聞かせい

ただければと思います。特に小学校に上

がれば、医療費は乳児とは額的にも違い

が出ると思うんですけれども、市の負担

がどのくらいふえると考えられて、なか

なか踏み切れないということなのかどう

か、お聞かせいただきたいと思います。

　次に、１１４ページ、生活保護費の扶

助費の割合が大きくなるということなん

ですが、２１年度、これも大きくなると

いうふうに見ておられるのか。増額補正

はないようなんですが、この辺をお聞か

せいただければと思います。

　それから、１１６ページから保健セン

ターの管理委託料の増などいろいろある

んですけれども、保健センターの改修と

か、それから修繕料、このあたりの中身

を詳しくお聞かせいただければと思いま

す。あわせてその他財源というのが、ど

う使われるのかというのを、お聞かせい

ただければと思います。

　それから１１８ページ、保健センター

委託の中身を、お聞かせいただければと

思います。

　１２０ページ、女性特有のがん検診の

予測というか規模というか、どういうふ

うにお考えになられているのか、お聞か

せいただきたいと思います。

　それで、あと予防接種の方ですけれど

も、肝炎ワクチンの変化というか、これ

も実績での変化を考えられているのか、

お聞かせいただきたいと思います。

　予防接種では、昨年１２月に議会で意

見書を上げましたヒブワクチンとか予防

接種法で決められている以外の予防接種、

ワクチン接種なども最近進められている

と思うんですけれども、それに対する助

成を国に求めていくということもあるん

ですけれども、自治体としても助成など

ができないか、お聞かせいただきたいと

思います。

　それから健診の事業では、後期高齢者

の医療制度で、今回、人間ドックの助成

をされるんですけども、国保とか自治体

で若年の方こそ人間ドックとか必要で、

がん検診など今回拡充もありますけれど

も、そういった助成の拡充というのは考

えておられないかどうか。ＣＴ検査など

も入れれるようになれば早期発見という

か、小さいがんを見つけることなんかに

も役立つんではないかと考えるんですけ

ども、お考えをお聞かせいただきたいと

思います。

　次に、１２２ページ、温暖化対策委託

料について、これを２年間、対策の計画

を練るということのようですけども、何

をどう委託するのかというのを、ちょっ

とお聞かせいただきたいと思います。

　それから、環境調査などいろいろある

んですけども、国や府の権限移譲で、調

査とか処理の仕事まで移すというような

動きがあるということを聞いております

けども、これに対してどういうお考えを

持たれているのか、お聞かせいただきた

いと思います。

　それから、火葬炉の改修の６，２００

万円の具体的な中身、去年の調査結果と

あわせて、どういう内容かお聞かせいた

だきたいと思います。
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　それから市外斎場利用補助、これもお

聞かせいただければと思います。

　それから、議案第２８号との関係もあ

るんですけども墓地管理基金積立金につ

いて今回ふやしてはるわけですけども、

この考え方をお聞かせいただきたい。今

２７３万５，０００円あるかと思うんで

すけども、これを積みましていくおつも

りなのか、お聞かせいただきたいと思い

ます。

　それから、１２４ページの一般廃棄物

処理基本計画策定の委託と、いつごろで

きるのか、あわせてお聞かせいただけた

らと思います。

　それから１２６ページ、これも昨年か

らなくなったのかなというのが生ごみ処

理装置借上料、これはなくなったのかな

と思いましてお聞かせください。

　それから、何回か聞いているんですけ

れども、エコポイント１００万円につい

て具体的に中身の方を詳しくお聞かせい

ただければと思います。

　それから行革との関係、これもあわせ

てですけども、収集業務を民間委託とい

うことを聞いているわけですけども、ど

こまでやられるおつもりなのかというか、

すべて民間に移していくご予定かという

か、そういうお考えなのかどうかを、お

聞かせいただければと思います。

　次に、１３６ページ、商工の方で需用

費がふえておりますね。この中身をお聞

かせいただきたいと思います。

　あと国、府の権限移譲では、商工部門

でも幾つかあるというふうに聞いており

ます。その辺も受けとめ方を、お聞かせ

いただきたいと思います。

　あと、就業支援になるのではないかと

思って、介護でも聞けるかとは思うんで

すけれども、介護ヘルパーとかガイドヘ

ルパー、この養成講座、前に社会福祉協

議会でもやられていたのかなと思うんで

すけども、養成講座などを市で進められ

て、資格というか、修了証をお持ちの方

をふやして、就業につなげるというよう

なことができないかなと思っておるんで

すが、お考えをお聞かせいただきたいと

思います。

　それから、２１２ページの継続費が幾

つかあるんですけども、この中身と延び

た理由、地域福祉活動支援センター繰越、

斎場管理繰越、訪問入浴サービス、こう

いったものの中身を、お聞かせいただけ

ればと思います。

　それから補正は同じく、同様に８４ペー

ジの継続費、この事業がおくれているの

か何か、この中身をお聞かせいただけれ

ばと思っております。

○森西正委員長　答弁を求めます。

　杉本次長。

○杉本生活環境部次長　各市民ルーム等

の使用料が減額になっているということ

で、どうかということがまずございまし

たが、予算の計上につきましては、各ルー

ムの使用料等について３か年の平均をと

りまして、それに基づいた予算計上とい

うことにいたしておりますので、毎年変

動が若干出てくるということがございま

す。利用につきましては、その年によっ

て大分と上下をいたしますので、３か年

平均をとらせていただいております。

　それから使用料の関係で、コミュニティ

プラザが新たにできるのでということで

ございますが、私どもは直接の担当では

ございませんが、コミュニティプラザの

担当の方の料金の設定につきましては、

旧の男女共同参画センターでありますと

か、旧の福祉会館でありますとか、各ルー

ムでありますとかの平均等も勘案し、市

外施設との勘案でということにされてる

ようでございます。
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　市民ルームの利用料が高いのではとい

うご質問でございますが、各施設を設置

いたしましたときに、それぞれに参考に

なるような施設、他の市の施設等を参考

にして決定をしてるということでござい

ますので、現行の金額について、特に今

のところ見直すということでは考えてお

りません。ただし、今後、コミプラ等が

できまして各施設等の利用率、また、そ

の施設の利用率等が変わってきたりした

ときに、またそれは検討の必要が出てく

るのかなとは考えております。

　弁護士の報酬でございますが、市民法

律相談で年間５００件弱の相談をいただ

き、非常に市民の方にご利用いただいて

る相談となっておりまして、月曜と木曜

に相談をさせていただいております。今

までは、もともと週１回であったのを２

回にしたときに、月曜日の方は非常勤特

別職に弁護士の方を任命いたしまして、

報酬という形でやっておりましたが、そ

れが木曜日にもふやしたときには、ちょっ

とそのなり手の方がなかったということ

で、弁護士事務所に委託という形にして

おりました。

　今回、私どもがお願いしておりました

先生が、残念ながらお亡くなりになりま

して、お一人ではちょっと回らないとい

うことで、両方ともに委託料にいたしま

して、弁護士事務所への委託契約という

ことにしましたので、報酬を減額いたし

まして委託料を増額するということで、

市民サービスが今までと変わるというこ

とではございません。

　それから、保健センターの工事の関係

でございますけども、保健センターにつ

きまして改築いたしましすということで、

この予算を承認いただきましたら４月早々

に改築に関する入札等を行ってまいりた

いと考えております。

　センター１階につきましては、休日応

急診療所及び施設管理公社の事務所と考

えております。２階につきましては貸し

会議室、これは文化ホールの附帯施設と

しての位置づけもございまして、主に控

室、更衣室等としての性格も持たせ、ま

た、老人センター的な機能を有した施設

として位置づけた部屋も設置をしてまい

りたいと思っております。３階につきま

しては歯科医師会、薬剤師会の事務所、

また、それと普通の会議室ということに

なろうかと思います。医師会については、

今までどおりご利用いただくということ

で考えております。

○森西正委員長　阪口参事。

○阪口保健福祉部参事　それでは、健康

推進課に係りますところにつきまして、

ご答弁申し上げます。

　まず、歳入の方でございますけれども、

３０ページのメモリアルホールと市営葬

儀の減の中身ということでございますが、

今回、予算組みをさせていただきますと

きに、過年度のいろいろな推移を見て予

算組みを、どの項目もそうしていくわけ

でございますけれども、市民の葬儀の利

用率といいますか、メモリアルの利用率

が大体７割程度で推移をしております。

それで来年度予算につきましては、件数

的なことを申し上げますと、市営葬儀と

も絡めた話になるかと思いますが、過去

３年間ですけれども、大体市営葬儀の執

行率が４４％から４５％で推移をしてお

りました。それで私ども葬儀関係の予算

を組むときには、大体死亡者数を推定を

いたしまして、それで市内で葬儀をされ

る方、別府斎場を使用される方、いわゆ

るその数を推定をいたしまして、それぞ

れの予算組みをしていくわけでございま

すけれども、２２年度につきましては、

市営葬儀については１９５件、これは前
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年度に比べますと、前年度は２１０件を

予算化しておりましたので、若干減らし

ております。その分、ご質問にはなかっ

たんですけれども、斎場使用料でふやし

ております。これは近年窓口で業務をし

ておりますと葬儀をしない、簡略化して

家族だけでお通夜をして、斎場へ葬送す

るというふうな方が、割合として若干ふ

えているという傾向にございます。そう

いったことを予算上、反映させていただ

いたという中身でございます。

　それと市営葬儀をふやす努力といいま

すか、私ども葬儀をするにつきまして、

何も市営葬儀を市民の方に押しつけると

いうふうなスタンスでは決してございま

せん。葬儀というのは、それぞれご遺族

のお気持ち、あるいは個人の生き方、そ

ういったものが反映して、葬儀の形になっ

てあらわれてくるというふうに考えてお

ります。

　私どもといたしましては、市の条例で

市営葬儀を運営し、業者に委託をしてる

という中で、要は市民の方が納得のいく

葬儀をされるかどうかというようなこと

に、いつも注目をしております。この点

に関しまして、特にメモリアルホールで

葬儀をされるすべての方にアンケートを

お渡しをいたしまして、継続してアンケー

トをとらせていただいております。

　市営葬儀が市民の方が納得して葬儀を

されておられるかというようなことは、

葬儀社が喪主さんに対して、説明を尽く

されているかどうかにかかってくると思っ

ております。この点につきまして、アン

ケートの調査をとっておるわけでござい

ますけれども、おおむねと申しますか、

ほとんど市営葬儀の説明はしているんで

すけれども、してないというのがそれほ

どはないんですけども、葬儀社から受け

た内容について、余りわからないという

ような方が３名ほどおられました。これ

は全体で８８名の統計でございますので、

そういったことで一人でもおられたら、

我々としては業者に指導をしていくと。

業者の名前がアンケートの中で特定でき

ますので、特にこの辺については業者に

注意喚起をして、市民からいささかも後

悔の残らないような葬儀をしていただく

というようなことで、我々としては、結

果として市営葬儀がいいというふうなこ

とで臨んでおります。

　それと墓地使用料の中身でございます

けれども、墓地使用料につきましては、

以前、山崎委員のご質問に私がお答えし

たことがあると思うんですけれども、墓

地使用料と管理料につきましては、もう

今現在、市営墓地の空きがないという状

況で、もし墓地の返還を受けたときに、

新たに新規募集するというふうな事態に

なれば予算が要るということで、予算組

みだけを計上させていただいております

というふうなことで、ご説明をさせてい

ただいた経緯があろうかと思います。

　来年度につきまして、一応墓地の使用

料につきましては１１２万円ほど計上し

ておりますけれども、来年度、これ確実

に返ってくるかどうかはまだ見込めない

んですけれども、恐らく来年度は２基ぐ

らい戻ってくるのかなということで、歳

入歳出とも予算組みをしております。こ

れは通常の墓地使用者との接触の中で、

感触としてつかんでいるというようなこ

とで、予算組みをさせていただいたとい

うことでございます。

　それと、女性特有のがん検診でござい

ます。歳入で５９７万６，０００円の補

助金を組ませていただいております。こ

の中身は乳がん検診で、２１年度は節目

検診者、乳がんで４０歳から６０歳まで

の５歳刻みの節目年齢の受診者、子宮が
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んで２０歳から４０歳までの５歳刻みの

受診者、この特定の節目検診者に対して

補助をすると。これ２１年度までは、こ

れら節目検診者に対して１０分の１０の

補助率ということで、補正予算を第４回

の定例会でお願いをしたところなんです

けれども、それで来年度につきましては、

この補助率が２分の１になるということ

です。

　計上の仕方なんですけれども、これは

歳出のがん検診の規模を、どういうふう

に考えているかというふうなことの答弁

ともなりますので、あわせてお答えをさ

せていただきます。

　２２年度につきましてこのがん検診、

特に乳がん、子宮がんといった女性特有

のがん検診事業につきましての予算組み

でございますけれども、歳出予算で乳が

ん検診の委託料で１，００９万７，００

０円、それで対象の受診者として２，０

３０名ほどの受診者を見込んでおります。

　それで子宮がん検診の委託料といたし

まして、１，７２０万６，０００円を予

算計上させていただいております。この

子宮がん検診につきましては、特に私ど

も主要課題としても上げさせていただい

ておるんですけれども、平成２１年度か

ら国の制度ができる以前の取り組みとい

たしまして、それまでバスの検診車によ

る子宮がん検診に限られており、それプ

ラス市内の１医療機関での子宮がん検診

という、非常に受診機会が少なかったと

いうようなことから、隣接の茨木市と吹

田市の医療機関にお願いをいたしまして、

摂津市民も茨木市民、吹田市民同様、検

診を受けられるという体制をとりました。

　それで、子宮がん検診につきましては、

今年度、特に女性の特有がん検診という

ことで非常に伸びておりまして、私ども

といたしましては、来年度３，１００名

の予算組み、先ほど申しました１，７２

０万６，０００円で予算組みをしておる

というところでございます。それで、こ

のうち節目検診者分について、歳入で予

算組みをしてるというようなことでござ

います。それで残余の部分なんですけれ

ども、事務費も含めまして、今回この女

性特有のがん検診で使います事業費とい

たしましては、２，９５２万５，０００

円でございます。そのうち５９７万６，

０００円が、国庫補助として歳入で受け

ます。残った部分につきましては、もと

もとがん検診事業というのは、平成２０

年度から健康増進事業というふうに位置

づけられておりますが、国の方での補助

制度がないというようなところが現状で

ございます。したがいまして、これはす

べて一般財源ということで計上させてい

ただいております。

　それと、自殺対策の補助金の使い方で

ございます。自殺対策につきましては、

自殺対策の事業を新たに取り組むわけで

ございますが、個人の問題として片づけ

られておったこの自殺者に対する行政か

らの何らかの支援ということが、国の方

でも主要な施策として力を入れていると

ころです。年間３万人の自殺者が出てい

ると。摂津市でも残念ながら自殺者が出

てるというような状況をかんがみまして、

来年度、この自殺対策として新規に展開

していくということを考えております。

　今、この予算で我々が考えております

のは、自殺予防を呼びかけるパンフレッ

トをつくって、各戸配付をするというふ

うな予定をしております。中身について

は、これから検討していくということに

なりますが、困ったときに、どこへ、ど

ういうふうに相談をしたらいいかという

ようなことなど、情報提供をあわせて考

えていきたいというふうに思っておりま
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す。

　それと、女性特有のがん検診について、

先ほどちょっと答弁で舌足らずのところ

があったんですけれども、今回、この２

１年度から引き続いておりますこの事業

によりまして、来年度につきましての子

宮がん検診の規模ですけれども、バス検

診については１４回から２０回に拡充さ

せていただきたい。それと、茨木市、吹

田市での医療機関での受診、これに取り

組みまして、ほぼ１１．６％の受診率を

来年度目指したいというふうに考えてお

ります。

　乳がんにつきましては、これは技術的

にマンモグラフィーを搭載した検診車に

限られるというようなことで、今年度に

ついては２５回を予算措置させていただ

いたところなんですけれども、来年度、

予算措置として３２回、午前・午後で６

４回の受診機会というふうなことの確保

を考えております。定員いっぱい受診し

ていただくということになりますと、１

７．８％の受診率を目指したいというふ

うに考えております。

　それと、ヒブワクチンとか、先だって

も新聞で大きく取り上げられていたと思

うんですけれども、これまでの議会でも

このヒブワクチン、あるいは高齢者の肺

炎球菌というようなことが、これまでも

何回か取り上げられたというようなとこ

ろでございます。

　特にヒブワクチンにつきましては、平

成２０年１２月から使用できるようにな

りまして、また、乳児用の肺炎球菌ワク

チンについても、この２月から接種開始

が始まったというふうなことが新聞報道

されておりました。昨年１２月に、この

ヒブワクチンについて市内の医療機関に

問い合わせましたところ、１１の医療機

関で実施をされておりました。ところが、

いまだ十分な供給量が得られていないと

いうようなことで、希望すればすぐに接

種ができるという状況には残念ながらな

いというのが、市内での今の現状でござ

いました。

　ワクチンの接種開始、国が認めたとい

う時期が非常に最近ですので、これもワ

クチンの生産が、追いつかないというよ

うな状況があるということでございます。

　それと、この供給量不足とほかにもう

１点が、やっぱり委員が先ほど申された

ような、いわゆる公費助成がないと、ど

うしても費用的に大きな負担になってく

るというふうなことで、接種をためらう

というような傾向があるというのは、こ

れは我々も認識をしております。

　現在のところ、この市の公費助成につ

きましては、もちろん委員ご指摘のよう

に国や府への要望というのは、これはも

う近隣の各市とも連携しながらしていく

という所存でございますが、今まだ特に

乳児のワクチンにつきましては、国の方

で予防接種に関する検討会、ここで有効

性、安全性の評価を現在進めているとこ

ろというふうに聞いております。我々と

いたしましては、公費助成につきまして

は、この結果を待ちたいというふうに考

えております。

　それと、火葬炉の改修でございますが、

昨年１２月議会でも、いろいろご議論い

ただいたところなんですけれども、今年

度、耐震診断と耐震改修の実施設計をさ

せていただきまして、補正予算で耐震改

修の工事というのを、まず上げさせてい

ただいております。これは本来は２２年

度予算で計上すべきところでございます

が、国の緊急経済対策として補助金がい

わゆる施設整備につくというようなこと

から、急遽これを今年度の補正で上げさ

せていただきまして、あわせて繰越明許
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をお願いいたしまして、来年度からかか

るというのが、まず一つでございます。

これに要する経費が、工事費として１，

０００万円を予定しております。

　火葬炉の改修でございますが、炉自体

の改修として６，２２５万円、それと施

工管理に２０６万３，０００円、あわせ

まして６，４３１万３，０００円を２年

間の工事で計画をしております。継続費

で、これはお示しさせていただいている

ところなんですけれども、２２年度と２

３年度で６，４３１万３，０００円ずつ

の執行を予定しております。

　この中身なんですけれども、別府斎場

は三つの人体の炉、それと１炉の主に動

物を処分しております動物炉、汚物炉と

我々は呼んでいるんですけど、合わせま

して４基ございます。この改修につきま

しては、もう部分的な補修では延命が図

れないというようなところで判断をいた

しまして、今年度の後半から工事にかか

りまして、動物炉と人体炉をまず１期工

事として行う。これが来年度、２２年度

末までかかるというふうに予定しており

ます。明けまして３炉、４炉、人体の炉

を２炉入れかえるということでございま

す。現在あります炉の部品を使うという

ようなことはできませんので、炉をそっ

くりそのまま現在の建物に入れかえると

いうふうな内容でございます。

　それと、保健センターの委託料の中身

でございます。保健センター委託料で、

今年度、指定管理者制度に移行した後も、

保健センターに一括して委託をしている

という状況でございますけれども、前年

度７，３８９万９，０００円のところを、

今年度１億２，２６１万５，０００円を

保健センター管理委託料として計上させ

ていただいております。

　この前年度増となったというのは、先

ほど補足説明でもご説明申し上げました

とおり、新しいコミプラに移転すること

に伴います引っ越し費用、それと当然、

規模的に大きな規模、設備的にも大きな、

内容的にも充実した設備になりますので、

保守管理費がかなりかさみます。この保

守管理費と光熱水費、それと移転費用が

引っ越しに伴う費用でございます。

　それと、過日の本会議でもご答弁を申

しておりますように、保健センターに移

りますと新しい事業として、高齢者、虚

弱者向けのリハビリ機器、つり上げ式の

歩行器などの機器を購入させていただく

ということで、予算計上をこの保健セン

ター委託料の中に含めてご提案させてい

ただいております。この費用が１，２０

０万円でございます。

　それと、今現在、保健センターにあり

ます胸部のレントゲン、これが平成１３

年度から導入をいたしまして、リースで

導入したんですけれども、リース切れに

なっておりまして、新しい保健センター

への移転ができないというようなことで、

このＸ線装置を新たにリース契約をする

と。これも保健センターの委託料の中身

でございます。そのほかにつきまして、

これも含めまして私ども健康推進課から

保健センター事業への運営ということで、

委託をしております中身は、施設管理費

のほかにつきましては健康増進事業、こ

れは機能訓練とか、あるいは各種教室で

ございますけれどもおよそ５，６３０万

円で、健康増進事業の中身として一般健

診、それからがん検診、機能訓練、この

三つを委託をしているという状況でござ

います。それで一般健診で１，５００万

円、がん検診で２，８５０万円、機能訓

練で１，２８０万円というふうな内容に

なっております。

　そのほかにつきましては、先ほど申し
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ました保守管理費、あるいは光熱水費を

含めた施設の管理費として６，５９６万

６，０００円という内容になっておりま

す。この中身につきましては、保健セン

ターの人件費も含めての額ということで

ございます。

　それと、墓地管理基金でございます。

積み増しということでございますが、こ

れは別に今回ご提案をさせていただいて

おります墓地管理基金条例に関連した予

算ということでは必ずしもございません。

先ほど申しました使用料と管理料を、一

応２基返ってくるという前提、あるいは

新しく譲渡するという前提のもとで予算

組みをしておりますので、そこでもし売

却、使用権を渡したならば得られる管理

料、これを予算上積むというふうな考え

方でございます。

　それと、斎場の利用補助金でございま

すが、先ほど大規模改修のところで申し

上げましたように、どうしてもこの期間

中、これはメーカーがまだ決まっており

ませんけれども、工期については最大２

年、これは火葬をやりながらの業務です

ので、なかなか工期がきちっと算定でき

ないというようなところもございまして、

最大２年をみております。

　それで２炉運転になりますと、大概の

葬儀に応じた火葬というのは、対応でき

るというふうに考えておりますけれども、

どうしても待てないといいますか、火葬

をしてほしいというご要望に、おこたえ

しなければならない。そうすると時間帯

を繰り下げたり、繰り上げたりしてやり

くりをする。これは一つの方法でござい

ますけれども、やっぱり葬儀ということ

も伴いますので、なかなかそうはいかな

い。そこでお隣の吹田市と茨木市にお願

いをしております。そうなりますと市外

料金になりますので、その差額分につい

て補てんをさせていただくと、実費弁償

させていただくという予算組みを、ご提

案をさせているというところでございま

す。

　それと、肝炎ウイルスについては、ま

た別途参事の方からお答えをさせていた

だきます。

○森西正委員長　前野参事。

○前野健康推進課参事　引き続きまして、

肝炎ウイルス検診の推移をお伝えさせて

もらいます。

　この肝炎ウイルス検診は１４年度から

スタートしている事業で、１８年度まで

で５年間を経過しましたので、これまで

は５歳刻みで実施しておりましたが、平

成１９年度からは４０歳になられる方と、

あと今までに５年間受けてこられてない

方を対象にしましたので、２，５９９人

受けられていました。２０年度からは特

定健診になりましたので、特定健診と同

時実施という形で実施させていただきま

した。やはり以前から特定健診の方の受

診率が低いというような状況がありまし

て、２０年度は９４８件の検診数でした。

２１年度も、受診率のアップを目指して、

２，０００人ほど計上させてもらいまし

たが、実際、受診率の方は特定健診も伸

びておりませんので、現在、肝炎検査の

方が７２６人ほどを見込んでいるという

状況です。

○森西正委員長　池上課長。

○池上環境対策課長　環境対策課に係り

ます４点のご質問について、ご答弁申し

上げます。

　まず１点目に、グリーンニューディー

ル基金市町村補助金についてでございま

すが、予算計上は４，０００万円計上し

ております。この目的としましては、市

町村が行う地球温暖化防止に資する設備

や、不法投棄を監視する事業を支援する
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ための、その事業に対して府が補助する

ものでございます。

　公共施設の省エネ改修等を行う場合に

おいて補助金の交付ということで、その

内訳としましては、摂津市庁舎、環境セ

ンター及びストックヤード省エネ改修事

業について、平成２２年中に事業実施を

するものでございます。

　内訳としましては、ストックヤード、

リサイクルプラザに太陽光発電装置の導

入一式、これは２０キロワットでござい

ます。次に、同じくストックヤードの換

気改修による省エネ化一式でございます。

次には、環境センター旧工場棟、３号炉

棟の空調設備省エネ化一式にかかるもの

でございます。あと環境センター、同じ

く３号炉棟の照明設備、省エネ化一式に

係るものでございます。あとは市庁舎の

本館１階通路の照明設備の省エネ化一式

でございます。それにかかる経費として、

合計４，０００万円を計上しております。

　次に、地域計画についてでございます

が、地域計画につきましては、さきの本

会議で市長答弁でもございましたが、市

長答弁で述べてない部分につきまして、

ご説明させていただきます。

　目的といいますのは、地球温暖化の防

止における具体的な取り組みを示して、

市内から排出される温室効果ガスの排出

量を、京都議定書の基準年度でございま

す１９９０年度比で、２０２０年度まで

にマイナス２５％削減を目指すものでご

ざいまして、摂津市の自然的、社会的条

件を踏まえ、市民・事業者・行政が一体

となり、それぞれの取り組める役割を明

確にした計画を考えております。

　この計画に当たりましては、策定委員

会の設置を考えておりまして、この部分

については２２年度当初から、選定にか

かる予定でございます。あと、取り組み

の内容については、策定委員会の中でご

審議をいただくということで、まだ具体

な詳細は、今後のことは策定委員会で決

定していくつもりでございます。

　あと、行政が率先して取り組むべき内

容につきましては、既に庁内の１３課の

課長級によります地球温暖化対策検討部

会を立ち上げまして、既に２月に開催し、

先進的に取り組める内容等を今検討中で

ございます。あと２回ぐらい庁内会議を

開きまして、具体に率先行動できる内容

について、協議していくということで予

定しております。

　３点目のエコポイントの内容につきま

しても、さきの市長答弁でも部長答弁で

もございましたが、それで述べてない内

容について、ご説明申し上げます。

　一応予定としましては、環境家計簿の

参加を前提に、この方々を対象に２２年

度、約７００人程度の申し込みを見込ん

でおりまして、継続者、新規それぞれの

参加数を見込んでおりまして、報償とし

まして、５００円のプリペイドカードを

１，０００枚購入予定でございます。

　あと予算計上的には、この事業につき

ましても一応委託料という形の分も組ん

でおりまして、これにつきましては２２

年度開始から、まずは啓発チラシのデザ

イン、ポイント事業の参加証、あとはポ

イントシールかポイントの交付のゴム印

等を作成予定でございまして、実質的に

交付できる時期としましては、環境家計

簿の参加登録の説明会を７月ぐらいに予

定をしてますので、交換業務ができるの

は１０月ぐらいからと考えております。

　４点目の大阪府からの公害にかかる事

業の権限移譲についての原課の考え方と

いうことで、ご質問があったかと思いま

すけども、２２年度、２３年度におきま

して、環境対策課の方に権限移譲を言わ
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れたのが１２事業でございます。そのう

ち２２年度から言われておるのが６項目、

２３年度から言われているのが６項目と

いうことで、それぞれ大阪府が示された

難易度がございまして、中程度の部分に

つきましては、原課の考えとしましては、

高度な専門的知識を持つ職員が不可欠で

あるという部分でございます。

　あと難易度が低いと言われております

けども、この部分におきましても６項目

ございますが、規制地域や規制基準の設

定につきましては、府下同一の考えのも

とで設定されなければ、市町村間で混乱

を招く可能性があるということで、法律

の適用を受けるのは住民だけではなく事

業者にも適用されます。市によって規制

内容が変わるなど、事業所も混乱すると

いうことの考えもありまして、また、近

隣市との整合性を保つためにも府レベル

で調整を図った上で設定、公示するもの

がよいと考えております。むしろ府が言

われているのは、ニア・イズ・ベストと

いうことで言われてますけども、むしろ

デメリットの方が大きいのかなとは考え

ております。そういった部分から言いま

すと、権限移譲を受けるとするならば、

広域連合のような組織を整備した上で、

その組織が受けるのが望ましいかなとい

うことが原課の考えでございます。

　受けるに当たっての基本方針なんです

けども、市民サービスや利便性の向上に

つながる事務については、積極的に事務

移譲を受けることとしてるということに

なっておりますけども、当市の規模、人

員、各移譲候補事務の難易度、事務処理

件数も照らし合わせた上で、現状の組織

機構、人員で適正執行できるかというこ

とを考えた上で、環境対策課としまして

は一応２２年度から受ける項目はないと

いうことを回答しております。

○森西正委員長　早川課長。

○早川環境業務課長　環境業務課にかか

ります質問について、ご答弁させていた

だきます。

　まず１点目、一般廃棄物処理基本計画

についてですが、代表質問でもご答弁さ

せていただいておりますが、前回策定さ

れました一般廃棄物処理基本計画が、２

３年３月に終わりますことから、廃棄物

処理法第６条第１項の規定に基づきまし

て、本市のごみの減量や適正処理の基本

方向、基本施策を定めた新たな計画、一

般廃棄物処理基本計画を平成２３年度か

ら平成３２年度までを策定するというこ

とで、今回２２年４月からアンケート調

査等を業者等に委託しまして、その中で、

それに基づきまして廃棄物減量等推進審

議会、市民会議等を開いて、それに基づ

いて作成していこうと考えております。

一応２月までの策定を予定しております。

　次に、生ごみ処理機についてでござい

ますが、現在、ストックヤードの方に生

ごみ処理機がございまして、これについ

ては平成１４年９月１日から平成２１年

８月３１日までリースでお借りしており

ました。この金額につきましては、月額

１０万２，４６０円でお借りしておりま

して、平成２１年８月３１日をもって終

了となっておりますが、２１年８月３１

日からリースが終わった時点で摂津市の

ものとなっておりまして、現在、処理機

については定期点検の調査委託料だけが

必要となっております。

　次に、ごみ収集委託をどこまでやるか

についてでございますが、委託について

は第４次行財政改革の中でありますよう

に、民間に任せる方が経費面、サービス

面ともに効率的、効果的であると判断さ

れる場合は、民間に業務を委託していく

方向で進めていきますが、現在、組合と
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の労使交渉が終わっておりませんので、

組合との協議が終了後、委託について検

討していきたいと考えております。

○森西正委員長　上村環境センター長。

○上村環境センター長　一般廃棄物焼却

手数料の減の原因でございます。

　焼却手数料は１０キロ当たり６０円と

いうことで、手数料をいただいておりま

す。主には許可業者が持ち込む一般廃棄

物がほとんどでございまして、最大の減

の原因は、リーマン・ショック以来の景

気状況と、あとごみの分別による減少で

す。それと、平成２１年１１月に、国崎

クリーンセンターといいまして、豊能郡

のごみを府の割り当てで受けてたんです

けども、そのクリーンセンターが竣工し

ましたことによって、そのごみも入って

こないということで、かなり減ってます。

　それと経緯なんですけども、１８年か

らの経緯を見ますと、総焼却量なんです

けども、１８年が３万２５９トン、１９

年が２万９，２３８トン、２０年が２万

７，３０３トンで、今年度の予測として

２万７，０００トンを大きく割り込むと

いうふうに予測しております。そのため

に、減額させていただいたということで

ございます。

○森西正委員長　東澗課長。

○東澗生活支援課長　生活支援課にかか

る３点についてお答えいたします。

　まず、予算書３８ページ、国庫支出金

のうち生活保護適正実施推進事業補助金

が減少した理由でございますが、これは

平成２１年度に計上していた生活保護シ

ステム導入費用の減少によるものです。

　次に、予算書５８ページ、雑入の生活

保護法による返還金、徴収金についてお

答えします。

　これは分割返済にかかる生活保護法第

６３条の返還金と、生活保護法第７８条

の徴収金でございます。平成２１年度ま

では当初予算で計上せず、決算時に確定

した金額を計上していましたが、平成２

２年度より過年度に発生した事案の分割

返済にかかる返還金、徴収金につきまし

て、予算の要求の段階で把握している当

該年度の返済額を予算計上し、より明確

な対応をしていきたく考えています。

　最後に、扶助費の２１年度予算の増額

のご質問でございますが、平成２１年度

生活保護費、扶助費につきましては、当

初予算で２０億６，４００万円計上し、

昨年１２月の補正予算で１億８，１００

万円増額していただきましたことにより、

平成２１年度中は支障なく対応できるも

のと考えております。

○森西正委員長　鈴木課長。

○鈴木産業振興課長　それでは、産業振

興課にかかります三つのご質問にお答え

します。

　予算書１３５ページの商工振興費の需

用費が増加している件について、ご答弁

を申し上げます。

　支出の内容としましては、セッピィ商

品券の発行にかかります商品券の印刷、

全戸配布のチラシの印刷、銀行での換金

申請書の印刷となっております。

　地域就労支援の講座で、ガイドヘルパー

などの福祉の資格をとるメニューが実施

できないかについて、ご答弁申し上げま

す。

　現在、大阪府におきまして、地域人材

育成事業の一環としまして、働きながら

資格が取得できる介護雇用プログラムが、

府下１７か所で実施されています。

　また、本市では地域特性に合った、よ

り実用的な就労に結びつきやすいフォー

クリストなど、５講座のメニューを提供

しております。今後メニューの検討に当

たり、ガイドヘルパーなどの福祉の資格
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が、フォルテの貸し館だけで対応できる

のか、現場研修はあるのか、費用はどう

かなどについて調べてまいりたいと考え

ております。

　商工労政の消費者行政にかかる府の移

譲事務について、ご答弁申し上げます。

　消費者行政に関連します府移譲事務に

つきましては、平成１９年、家庭用品品

質表示法などによる立入調査の移譲事務

を受け、立入調査を相談ルームの相談員

２名と商工労政の係員２名で対応してお

ります。

　今回の府移譲事務３事業のうち、２事

業につきましては立入調査を伴う事業で

すが、何とか効率的にできないか、早期

実施に向けて担当課の中で調整しており

ます。また、１事業につきましては、専

門家を要する事業のため、現時点での職

員資格の部分では、対応することが困難

ではないかと考えております。

○森西正委員長　吉田課長。

○吉田障害福祉課長　それでは、障害福

祉課にかかる６点について、お答えさせ

ていただきます。

　まず、民生費国庫負担金の中で、障害

にかかります社会福祉費負担金の特別障

害者手当等給付費負担金の内訳でござい

ますが、特別障害者手当は重度の障害者

の方の在宅の手当でございまして、８３

名の方が現在摂津市では予算計上させて

いただいております。国の施策でござい

ますので、４分の３が国の給付になって

おります。

　次に、障害者自立支援給付費負担金で

ございますが、障害者自立支援法の中の

国の給付費の負担金でございまして、主

に障害福祉サービス等給付費の中の介護

給付費、及び訓練等給付費の事業になっ

ております。この給付費の方は、新しい

みきの路の新体系への移行、小規模通所

５施設、福祉作業所２施設等の新体系、

自立支援法のサービスの方に移行等がご

ざいましたので、その関係で給付費がふ

えております。国の事業でございますの

で、２分の１の国の負担がございますの

で、今回こういう形の負担金として上げ

させていただいたものでございます。

　次に、身体障害者福祉費負担金の更生

医療費負担金でございますが、更生医療

の制度は身体障害者の方が、その障害を

回復する方の医療費の助成の場合でして、

主に透析の方が受けている場合が多くご

ざいます。国の事業でございますので、

２分の１の負担金であるということでご

ざいます。

　あと児童福祉費負担金の中の特別児童

扶養手当の事務負担金は、特別児童扶養

手当、障害をお持ちの児童の方の手当で

ございまして、その事務負担金でござい

ます。

　次に、給付費の方の１０６、１０７ペー

ジの民生費、社会福祉費の扶助費の中の

福祉ホーム給付費ですけれども、障害者

の自立支援法のサービスの中の一つのサー

ビスでございまして、市町村が負担する

事業で、今回、市外の福祉工場という旧

法のサービスが夜間の福祉ホームと、昼

間は就労移行支援Ａ型というサービスの

方に移行されるということで、今回、福

祉ホーム給付費として上げさせていただ

いたサービスでございます。

　先ほどもご説明させていただきました

給付費の障害福祉サービス等給付費の増

加の理由でございますが、新しい障害の

方のサービスが、以前、小規模通所施設、

福祉作業所等、障害者自立支援法の給付

費の枠の外に出させていただいていたサー

ビスなんですけれども、それが障害者自

立支援法のサービスの中に入るというこ

とで、サービスがふえているということ
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と、あと自立支援法のサービスは１９年

から５年間のうちに、障害者自立支援法

のサービスに移る必要がございますので、

その関係でふえているということと、あ

と新規の利用者の方の利用を見込んでい

るということでございます。

　次に、障害者総合支援センターのサー

ビスの中で検討させていただいてます児

童の見守りのサービスということなんで

すけれども、サービスとしましては日中

一時というサービスでございまして、児

童のデイサービスは、また違うサービス

でありますので、障害の児童センター等

がしていただいているサービスでござい

まして、今回、障害者総合支援センター

で予定しておりますサービスは日中一時

で、主に児童の方を２人から３名程度見

守りという形で、見させていただけるサー

ビスを検討しております。

　送迎の関係は、基本的には日中一時の

サービスに関しましては行っておりませ

んので、他の障害のサービスを組み合わ

せて、もし送迎の関係で困難な方の場合

はご相談させていただいて、相談に乗ら

せていただくというふうなことを、現在

検討させていただいております。

　次に、繰り越しのことに関しましては、

訪問入浴のサービスに関しましては、契

約は３年間の契約になっておりますので、

繰り越しという形をさせていただいてお

ります。

　今回、旧男女共同参画センターの改修

工事の方で、繰り越しをさせていただい

ておりますのは、地域活性化・きめ細か

な臨時交付金が平成２１年度に受けれる

ということでございましたので、この交

付金を受けさせていただいて、２２年度

に執行させていただくということで、繰

り越しをさせていただいております。

○森西正委員長　暫時休憩します。

（午前１１時５７分　休憩）

（午後　１時　　　　再開）

○森西正委員長　休憩前に引き続いて再

開いたします。

　吉田課長。

○吉田障害福祉課長　山崎議員へのお答

えで、抜けていた分をお答えさせていた

だきます。

　４９ページの障害児（者）地域療育等

支援事業委託金の方が、２２年度は倍に

ふえてることに関してなんですけれども、

障害者の方の地域療育等支援事業は、在

宅で障害のある方の家族の方の相談や悩

みにおこたえして、訪問したりするサー

ビスなんですけれども、大阪府の事業で

して、今年度、２２年度に関しましては、

委託の上限が以前から比べますと倍になっ

たということで、予算を倍にさせていた

だいているということでございます。

○森西正委員長　稲村参事。

○稲村保健福祉部参事　それでは、こど

も育成課にかかわる部分につきまして、

ご答弁申し上げます。

　まず、児童手当についてでございます

が、現在、子ども手当について国会の方

で審議中ではございますけれども、２２

年度予算に当たりましては、この４月よ

り、子ども手当に移行するという形で計

上させていただいております。

　児童手当につきましては、本年の２月、

３月分を６月に支給するという形になり

ますので、２か月分の予算ということで

計上をしております。したがいまして、

国、府の負担金は、ともに減額となって

いるということでございます。

　続きまして、大阪府安心こども基金特

別対策事業費補助金についてございます。

　これは安心こども基金のうち地域子育

て創生事業というのが、平成２１年度、

国の補正予算で決められまして、２１年
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７月に府から通知があったものでござい

ます。各地域で創意工夫により、地域の

子育て力をはぐくめるように、各市町村

が独自の取り組みをしていくというもの

に対しまして、国が１０分の１０を負担

して府を通して補助をするというもので

ございます。平成２１年度と２２年度の

２か年の事業ということになっておりま

す。

　平成２２年度に予算として上げており

ますものは、妊娠期からの総合育児支援

システム事業ということで、家庭児童相

談室の方で子育ての相談、子どもの虐待、

また、障害等にかかわります発達の相談、

そういったことを総合的に支援をしてい

くシステムをつくるというような事業で

ございます。

　それから、ファンフレンズプログラム

事業、前向き子育てプログラム事業、父

親子育てプログラム事業、子育て情報発

信グループ立上げ支援事業。また、子育

て応援キャンペーン隊立上げ支援事業、

さらに新型インフルエンザ対策につきま

しても、この事業の対象ということに昨

年秋になりました。新型インフルエンザ

対策事業といたしまして、こども育成課

の予算では、保育所や地域子育て支援拠

点に対しまして空気清浄機の設置、それ

から、また青少年課の方の予算で、学童

保育室の各保育室に空気清浄機の設置と

いうようなことで、合計いたしまして２，

７８３万３，０００円を計上いたしてお

ります。

　これに関連しまして、先ほど山崎委員

から歳出の方でもご質問がありましたの

で、その部分についてご説明をさせてい

ただきます。

　まず、ファンフレンズプログラムの委

託事業でございますが、このファンフレ

ンズプログラム事業といいますのは、学

校や幼稚園や保育所などの教師や保育士

が、日ごろの保育や教育の中にこのプロ

グラムを取り入れることで、子どもの自

尊感情を高めて社会性を高めることによっ

て、子どもの情緒の安定だとか問題行動

を軽減し、また、さまざまな問題に対応

していくというようなプログラムとなっ

ております。

　このプログラムを実施するためには、

ファシリテーターとしての認定が必要に

なりますので、そのための講習会、また、

実際にトレーナーがプログラムを実施す

ることを見学したり、そのプログラムに

参加をすることで、学びながら自分たち

で各現場で生かしていくというために、

委託をするというものでございます。

　続きまして、前向き子育てプログラム

の委託についてでございますが、この前

向き子育てプログラムといいますのは、

子どもの問題行動に照準を合わせて、子

育てのスキルを学ぶ親のための参加型の

グループ学習プログラムでございます。

　１０名から１５名ぐらいの親御さんに

集まっていただきまして、７回から８回

にわたってプログラムを実施するという

ものなんですけれども、これもファシリ

テーターをするには認定が必要になりま

すので、今回上げさせていただいており

ますのは、このファシリテーターの養成

のための委託料ということにしておりま

す。保育所の職員などがこのファシリテー

ターとなることによって、保育所の保護

者や、また地域の子育て中の保護者の方

に、この前向き子育てプログラムを実施

していこうという、そのための前提とな

るものでございます。

　続きまして、子育て情報の発信グルー

プの立上げ支援事業の委託ということで

ございますが、子育て中の方を公募して

グループをつくりまして、実際に摂津市

－26－



内のいろいろなところを見ていただいて、

子育て中の方にとって使いやすいところ、

使いにくいところ、そういうようなこと

も実際に出しながら、また、子育てに何

を、どういうふうに生かしていったらい

いのか、子育て中の方の目線で情報誌を

作成し、また、今後もそのグループで、

さまざまな情報を発信していただこうと

いう、そういうグループの立ち上げと情

報誌の発行ということを、委託していく

というものでございます。

　続きまして、こども園と保育所の今後

の進め方ということについてでございま

すが、こども園につきましては、現在、

保育所と、幼稚園の職員、また、教育委

員会とこども育成課の職員とあわせまし

て委員会をつくっておりまして、そこの

場の中でカリキュラムの共有化、それか

ら生活を共有するときの問題点、行事の

あり方、保護者支援のあり方、そういう

ようなことにつきまして、検討をしてい

るところでございます。

　教育委員会の方の予算にはなりますけ

れども、幼稚園の改修の実施設計の委託

等につきまして、今回、予算計上をいた

しておりますので、また、今後そういう

ようなことで議会で承認されましたら、

来年度より保護者の方に対しまして具体

的なお話をしながら、また、職員間でも

具体的な細部について検討をして、詰め

ていきたいというふうに考えております。

　保育所につきましては、平成１４年度

の民営化の方針が、財政が好転しなけれ

ばさらに１か所検討ということになって

おりますが、そのことについては方針自

体は今のところ変わっていないというと

ころでございます。ただ、まだ具体的に

計画があるという段階ではございません。

　次に、乳幼児等医療費助成についてで

ございますが、代表質問のときにもお答

えさせていただきましたとおり、平成２

１年度に入院につきまして中学生まで大

幅に拡大をいたしたところでございます。

今後につきましては、小学生の通院医療

についてどの程度かかっていくのかとい

うことは、また詳細に検討をする必要が

あろうかとは思ってはおりますが、基本

的には乳幼児の医療費助成の創設、充実

というところについて、国、府に要望を

していきたいというふうに考えておりま

す。

　現在、小学生を１年延長したときの市

負担の予測についてでございますが、大

体１，６２０万円ということで推計はい

たしております。また、これにつきまし

ては、今後精査の必要はあろうかという

ふうに考えております。

○森西正委員長　登阪次長。

○登阪保健福祉部次長　それでは、地域

福祉課にかかる質問についてお答えいた

します。

　まず、６０ページの地域福祉活動支援

センター事業債でございますが、２１２

ページに継続費についての記載がござい

ますが、地域福祉活動支援センターの場

合、事業費の４割が国・府支出金でござ

いまして、これが補足説明で申し上げま

した３８ページの土木費国庫補助金の社

会資本整備総合交付金の中に含まれてお

ります。また、事業費からこの交付金を

差し引きました残りの４分の３を市債で

充当する予定でございまして、その金額

が平成２２年度におきましては、２，９

４０万円となっております。

　次に、７０ページの水道料金の減免に

ついてでございますが、対象者のうち地

域福祉課が担当しておりますのは、ひと

り暮らし高齢者でございます。ひとり暮

らし高齢者を例にとりますと、所得制限

を設けていないことから、受給者数が年々
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着実に増加してきております。

　その一方で、ひとり暮らし高齢者の状

況を見ますと、社会や地域とかかわりが

持てていないといった閉じこもりの方や

孤立死の問題、それから、ひとり暮らし

でも認知症の症状が出てきておられる方

もふえてきております。また、同居して

いない家族や他人からの経済的な虐待を

受けておられる方もおられます。これら

のように、これまで以上に取り組みを強

めていかなければならない課題も多くなっ

てきております。このようなことから、

２２年度実施を予定しております、ひと

り暮らし高齢者や認知症高齢者の実態調

査の結果などを踏まえまして、他の施策

の見直しをあわせまして、本事業につい

ても見直しをしてまいりたいというふう

に考えております。

　次に、９８ページの高齢者福祉管理シ

ステム保守作業委託料につきましては、

これまでサービスごとに別々に管理して

おりました、高齢者福祉サービスの受給

にかかるシステムにつきまして、これを

すべて一元化するようにシステムの更新

が既に完了しておりますことから、その

保守作業の委託料でございます。

　次に、認知症サポーター養成講座委託

料についてでございますが、２１年度に

つきましては、１２万円を計上いたして

おりました。２１年度につきまして、当

初、事業委託を考えておりましたが、関

係機関とも協議し、２０年度末で既に市

内に５１３名のサポーターがいることか

ら、このサポーター養成講座を軸とした

啓発を見直し、新たな取り組みという観

点から、２１年度におきましては、この

サポーター養成講座の講師となっていた

だくべくキャラバンメイトの養成や、人

権週間中に文化ホールの方で、「認知症

とともに生きる」というテーマで集いを

開催するなどの事業にシフトさせていた

だきました。２２年度につきましても、

基本的にはこのような考え方に立って取

り組みを進めてまいりたいというふうに

考えております。

　なお、サポーター養成講座につきまし

ては、２１年度におきましては、市が主

催で千里丘公民館と鳥飼東公民館という

形で、地域を絞って取り組んでおります。

また、出前講座等を活用していただきま

して、地域で数か所講座を開催させてい

ただいております。

○森西正委員長　堤参事。

○堤保健福祉部参事　それでは、４０ペー

ジの民生費府負担金、社会福祉費負担金

のうち、国庫負担金と関係する負担金に

つきまして、国保年金課にかかりますも

のにつきまして、ご説明をさせていただ

きます。

　４１ページ記載の国民健康保険基盤安

定負担金は、低所得者の保険料軽減措置

として行われております、７・５・２割

の保険料軽減に伴う保険料減収分につき

まして、府４分３、市４分の１を、それ

ぞれ義務負担し、国保特会に繰り入れし

ているものでございます。

　また、平成１５年度から暫定措置とし

て実施されております、上乗せ措置であ

ります保険者支援分につきましては、国

２分の１、府４分の１、市４分の１を義

務負担し、国民健康保険特別会計に繰り

入れしているものでございます。したが

いまして、国負担金といたしましては３

７ページに記載のとおり、保険者支援分

の２分の１の２，９９３万円を計上して

おりまして、府負担金といたしましては

４１ページに記載のとおり、保険料軽減

分の４分の３と保険者支援分の４分の１、

合わせまして２億３，０８８万８，００

０円を計上し、国保特会へは市負担分と
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合わせまして、保健基盤安定繰入金とい

たしまして３億４，７７５万８，０００

円を繰り入れしているものでございます。

○森西正委員長　稲村参事。

○稲村保健福祉部参事　補正予算の方で

繰越明許に関して、ご説明をさせていた

だきます。

　児童福祉費の保育所整備事業について

でございますが、これは先ほど来出てお

ります、地域活性化・きめ細かな臨時交

付金を活用して、公立保育所の正雀保育

所の安全柵を設置するというものでござ

います。

　また、次の子ども手当給付事業でござ

いますが、これは子ども手当に関します

システム改修委託料を今年度の補正で組

みまして、来年度に繰り越しをするとい

うものでございます。それにつきまして

は、国の方で２１年度補正で充てるとい

うことになっておりますので、こういう

形をとらせていただいております。

○森西正委員長　阪口参事。

○阪口保健福祉部参事　健康推進課関連

で、２点ほどご質問に対するご答弁が漏

れておりましたので、追加してご答弁を

させていただきます。

　まず、１点目でございますけれども、

２１年度の補正予算書５ページの繰越明

許費の項でございます。

　まず、新型インフルエンザ対策事業で

３，９０９万３，０００円を限度として

繰り越しをお願いしているところでござ

いますけれども、新型インフルエンザワ

クチン接種に対する費用助成にかかる予

算でございまして、これにつきましては、

補正第４号でお願いをしていた予算でご

ざいますけれども、補正予算額４，３８

８万７，０００円のうち、昨年の１２月

までに接種された方が９１３名ほどおら

れまして、これに要した経費が約４８０

万円ということになっております。

　国の方では、これまで優先接種対象者

に限っていたワクチン接種を健康成人ま

で広げて、国の緊急経済対策で急遽、費

用助成をしていくという方針が決まりま

して、新型インフルエンザ、今は収束に

向かいつつあるとはいえ、来年度、どう

なるかわからないという状況の中で、国、

府においても残額を翌年度に繰り越して、

新型インフルエンザに対応するというこ

とでございますので、市もあわせて現在

の残額を翌年度に繰り越して対応させて

いただきたいということで、お願いをし

ているものでございます。

　２点目、斎場管理事業につきましては、

午前中のご答弁で申し上げましたように、

財源の裏づけとの関連で、今年度補正を

お願いして翌年度に繰り越し、執行する

というものでございます。

　３点目の一般事務事業３０２万円の項

でございますけれども、同じく補正予算

書の４９ページをごらんいただきたいと

思いますが、ここで歳出予算で過年度分

国庫府費返還金３０２万円を計上させて

いただいております。

　これにつきましては、過年度に実施い

たしておりました市民健康総合健診、こ

れにかかる補助金として国費と府費を受

けておりました。この補助金のうち、一

部について返還の必要性が生じまして、

当初、年度内での請求に対する支払いを

予定をしておりましたけれども、府の方

から翌年度に請求が行われるかもしれな

いというようなことで、翌年度になった

場合の対応として、今回、繰越明許をお

願いするというものでございます。繰り

越しに関しましては、以上でございます。

　それと後期高齢者の方、それになるま

での若年者に対する健診の内容、中身の

充実というお問いであったかと思います。
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　私どもといたしましては特定健診対象

者、４０歳から７４歳の方につきまして

は、これは国保の方なんですけれども、

保健センターで特定健診を実施をいたし

ております。このときに、がん検診につ

きましては、胃・大腸・肺がんを保健セ

ンターに委託して、セット検診というこ

とでやっております。我々といたしまし

ては、市民の方にこのセット健診をお受

けいただくことによって、健康管理をし

ていただくというようなことで、体制を

整えております。

○森西正委員長　田橋参事。

○田橋産業振興課参事　それでは、雑収

入の市民農園利用料についてのご質問に、

ご答弁申し上げます。

　市民農園は昭和４７年から３７年間、

無料で団体貸出しを実施してきたところ

でございます。また、平成１４年から平

成２０年までの７年間、市民農園貸出面

積５，８３０平米は、これは拡大できな

かった中で市民、議会から、地産地消、

食の安全面から人気のあります市民農園

の拡大について要望が高まってきたとい

うことから、新たな事業には新たな財源

が必要なことから委託料をなくし、受益

者負担の考え方の中で予算の組み替えを

することによって、平成２２年４月から

利用料をいただくことになりました。

　予算組み替えによって、市民農園拡大

の取り組みが担当課の事務作業の中でで

きるようになり、平成２１年度には２か

所、１，７０８平米、平成２２年度には

１か所、８３６平米と着実に農園拡大に

つながってきたところでございます。

　有料化になって、農園利用者に対して

のサービスの還元につきましては、市民

農園を開設することによって、新たな農

園利用者が増加することと、新規に２月

と７月には、春野菜、秋野菜の植えつけ、

育成方法、土地改良の方法などの栽培研

修会を実施して、技術的なフォローをし

ていきたいと考えております。

○森西正委員長　山崎委員。

○山崎雅数委員　では、２回目の質問を

させていただきます。

　市民ルームの使用料ですけれども、コ

ミプラとの関係で公共施設の使用料比較

というのをちょっといただいたんですよ。

そうすると平米単価でいうと、市民ルー

ムの大会議室が１６５円かかるんですね。

これは文化ホールの土日・祝日のあたり

の１６９円と同等の金額だと。例えば市

民ルーム大会議室を全日借りますと１万

６，５００円、文化ホールを土日の昼間

お借りする１万６，９００円と、ほとん

ど変わらんというような高額設定ではな

いかということが見えると思うんです。

　これからも利用頻度とかも勘案してと

いうことなんですけれども、使っていた

だければ高くてもいいというのはおかし

いと思いますので、ぜひ早急に考えてい

ただきたいと思っておりますが、再度お

答えをいただきたいと思います。

　衛生使用料ですけれども、市営葬儀の

使用料、いろいろ大変でしょうけれども、

適正というか、比較的安心してというか、

市営葬儀への指導の方をよろしくお願い

したいと思います。

　それから墓地使用料では返還もありそ

うでということで、わかりました。

　あと焼却手数料については、不景気が

こういうところにも出てきてるのかなと

いうところですから、よくわかりました。

　それから国庫負担金のこともわかりま

した。

　システム補助がなくなった、生活保護

適正補助金もわかりました。

　それからがん検診の部分、支出の方も

あるんですけれども、確かに非常に受診
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機会がふえてくるというところで、早期

発見ですね、女性特有のがん検診の方は

拡充をしっかりお願いしたいと思ってお

ります。

　児童手当の負担金ですけども、２か月

分の予算というふうな報告でしたので、

これは補正がまたあるのかどうかお聞か

せいただければと思います。

　それから安心対策の方も、空気清浄機

の設置などということで、ちゃんと聞か

せていただきましたので、わかりました。

　グリーンニューディールの方は、リサ

イクルプラザ、環境センター、庁舎、こ

ういったことで改善がされるということ

なんですけれども、そうすると、このデー

タというか、結果というか、電気代がど

のくらい下がったかというようなことが、

検証されるのかと思うんですけれども、

こういう報告があるのか、それをまたお

聞かせいただきたいと思います。

　それから、あと生活支援課の雑入の方

の返還金も今回組まれたということで、

確かに予算が決算と、きちんと対照でき

るような形というのはいいことだと思い

ますので、よろしくお願いいたします。

　それから、水道事業会計への繰出金で

すけれども、これが行革との関係でいく

と、なくなっていくのかなというのがう

かがえるんですけども、そこをもう一度

お願いできませんでしょうか。

　それから法律相談も、一応基本的には

なくならないということで、安心をいた

しました。

　あと、認知症サポーターの方も事業が

シフトしているということで、よくわか

りました。

　そしてファンフレンズ、子ども支援の

プログラム云々ですけれども、自尊感情

を応援しなくてはいけない、つまり子ど

もたち自身がしっかり社会から愛されて

いるというようなことを改めて教えない

といけないという、この社会状況が大変

なんだと思うんですけれども、ぜひとも

進めていただきたいと思います。

　それから、その中身で情報誌などもつ

くられるというご答弁もありました。ぜ

ひ私たちにも情報誌をいただければと思っ

ておりますので、よろしくお願いします。

　保健センターの改修のところでは、特

定財源、そのほかの財源というのが何か

というのが、お聞かせいただけてないよ

うなので、それもお聞かせいただきたい

と思っております。

　あとワクチンの接種というか、予防接

種の話なんですが、新たに始まったばっ

かりというところではあるんですけれど

も、金額的には２万円とか３万円かかる

というようなことが、もうわかっていま

して非常に高いと。受けたいけれども、

ちょっと二の足を踏むというようなこと

があるというふうに聞いておりますので、

ぜひ国の助成を待つのではなくて、肺炎

球菌ワクチンなんかは、それこそ乳児の

間に受けないといけないというものです

から、ぜひ早急に助成も考えられないか

なと思いますので、再度お考えをいただ

きたいと思います。

　それから、人間ドックの方は、いろい

ろな検診を進めていただいてますけれど

も、ＣＴ検査だとか、本当に早期にがん

なんかの発見ができるようなシステムを

入れてもらえたらなと思っております。

これは要望としておきます。

　あと温暖化対策の方は、ちょっとよく

わからなかったです。２年間かけて検討

して計画をつくっていくというところで、

その進捗状況などを時々報告していただ

くことはできるでしょうか。それをお聞

かせいただければと思っております。

　あと府からの権限移譲ですけれども、
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ぜひとも支障が出ないように、慎重に行っ

ていただきたいと思っております。要望

としておきます。

　斎場、火葬炉の改修の話ですけれども

２年間で、去年は耐震もやりまして、炉

の更新もできるということでありますか

ら、これを終えますと、この先何年ぐら

いは手を入れなくていいという話になる

のかなというのを、お聞かせいただけれ

ばなと思っております。

　それから市外斎場利用補助金は、休止

中の手当てというか、使えないときの手

当てということで理解ができました。

　それから、次の一般廃棄物の基本計画

の方ですけれども、これもことし１年、

２月までにということで聞きましたけれ

ども、どういった審議というか、検討が

されているのか。議会の方にも途中経過

を時々、夏とかいただくことはできませ

んでしょうか。ちょっとお聞かせいただ

きたいと思います。

　それから、エコポイントの方もわかり

ましたけれども、ぜひとも市民にそれこ

そ温暖化防止の啓発をしてもらいたいと

思っております。これは結構です。

　あと、行革との関係で言うと収集業務

の話、組合との交渉の後でということで、

具体的にはまだなっていないというよう

な答弁だったと思うんですけれども、行

革が先に出てしまいましたけれども、行

革が仕事の先にくるということではない

と、行革が先にありきではないと思いま

すので、そのことだけ確認したいと思い

ますので、お答えいただければと思って

おります。

　それから、商工部門での権限移譲につ

いても支障のないように、慎重にお願い

したいと思っております。

　繰越の方は、よくわかりました。昨年

の交付関係ですね、お金が昨年度予算と

いうことで、延びているということだと

思います。

○森西正委員長　杉本次長。

○杉本生活環境部次長　市民ルームの使

用料の件ですけれども、正雀の市民ルー

ムが、主に今おっしゃってることだと思

うんですけれども、各施設の使用料につ

いては設置されたとき、正雀であれば平

成６年の議会等でのご審議等もあったか

と思いますが、その中で、その時点での

各施設等の料金等を勘案して定めたとい

うことになっております。それから平成

１３年に、公共施設の使用料を３割、一

斉に値上げをしたという経緯もございま

して、今の金額になっておりますが、確

かに施設ごとに利用料金が違います。

　正雀の場合はコストということを考え

ますと、施設管理に９００万円強かかっ

ております。使用料収入が約３００万円

ぐらいということで、コストの３割が使

用料により賄われてるという状況になっ

ております。　我々の考え方としまして

は、おおむね３割程度、使用料で賄えれ

ばいいのではないかなというふうに考え

ておりますが、当然使用が上昇すること

によってという考え、安くすることによっ

て使用料の収入を上げるという考え方も

できます。これにつきましても先ほども

申しましたけども、やはりコミプラが駅

でいえば一つ隣のところにできますし、

ここの利用状況、また、それに伴う正雀

の市民ルームの利用状況の変化について

一遍見させていただいた上で、またその

辺の検討を加えていくべきではないかな

というふうに考えております。

　次に、特定財源の件でございます。

　これは公共施設整備基金からの繰り入

れということになっております。その財

源ということでございます。

○森西正委員長　稲村参事。
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○稲村保健福祉部参事　児童手当の補正

の考えについてというお問いについて、

ご説明させていただきます。

　児童手当につきましては、先ほど申し

上げましたとおり２か月分ということで

組んでおります。あとの１０か月につき

ましては、子ども手当として予算を計上

いたしておりますので、補正の考えとい

うことはございません。

○森西正委員長　阪口参事。

○阪口保健福祉部参事　それでは、健康

推進課にかかわります２点につきまして、

ご答弁を申し上げます。

　まず、ワクチン接種でございますけれ

ども、新たなワクチン接種に対する市の

公費助成の考え方についてでございます

けれども、予防接種法に基づくワクチン

接種につきましては、ヒブ、あるいは肺

炎球菌といった今現在話題になっており

ますワクチンのほかにも，水ぼうそうだ

とか、あるいはおたふく風邪等多数ござ

います。私どもといたしましては、こう

いった法定外の予防接種につきましては、

中央での評価を待って、あるいはその他

の予防ワクチンの種類も勘案をいたしま

して、対応をさせていただきたいと考え

ております。

　それと２点目でございます。今回、火

葬炉の改修を予定をしておりますが、私

どもの炉は、昭和５４年設立で３０年が

経過いたします。他市でも大体３０年か

ら４０年で更新ということでございます。

それで今回導入を考えております炉は、

昭和の時代の炉より材質が飛躍的に向上

しまして、燃焼効率もよくなっていると

いうようなことで、少なくとも現行の炉

のように、３０年から４０年で更新時期

が来るということにはならないと思って

おります。セラミックファイバーでの仕

様ということで、維持管理費もかなり低

廉につくと。燃焼効率がよくなるという

ことで、現行の炉、旧式の炉に比べると、

ちょっとこれは予測しがたいんですけれ

ども、少なくとも現行の３０年から４０

年のいわゆる耐用年数よりは、長いとい

うふうに考えております。

○森西正委員長　登阪次長。

○登阪保健福祉部次長　水道料金の減免

についてでございますが、先ほども申し

上げましたように所得制限を設けずに、

ひとり暮らし世帯ということで、一律に

減免するという手法については、さまざ

まな議論があるかというふうに思います。

　これは福祉を削るべきと主張される方々

だけではなくて、福祉を手厚くしていく

べきという考え方の立場に立つ方や団体

におかれましても、やはり限られた財源

の中で、支援を必要とされる方に適切な

支援が行き渡るように、事業をやはりシ

フトしていくべきではないかというご意

見も聞かせていただいております。この

ような観点から先ほどの答弁をさせてい

ただいたところでございます。

　ただ一方で、昨今の経済的状況なども

ございますことから、その事業の見直し

については、さまざまな観点から慎重に

検討してまいりたいというふうに考えて

おります。

○森西正委員長　池上課長。

○池上環境対策課長　環境対策課にかか

りますグリーンニューディールの設置後

の空調にかかる光熱水費とか、ＣＯ２の

削減については、それぞれの担当課長の

方より答弁をお願いしたいと思います。

　あと環境対策課にかかります地域計画

の進捗状況の報告につきましては、一応

計画素案ができますのが２２年度末の２

回目か３回目の策定委員会の中で素案を

お示しできると考えておりますので、そ

の段階でこの委員会等におきましてもご
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報告をさせてもらおうと考えております。

○森西正委員長　上村環境センター長。

○上村環境センター長　先ほどの関連な

んですが、グリーンニューディール基金

なんですけども、地球温暖化対策等の喫

緊の環境問題を解決するというふうな趣

旨で設けられた基金でございまして、当

初どういう形で最終検証して、検査があ

るかということは、まだはっきりしてな

いところがあるんですけども、当初計画

では環境センターの３号炉、５８年に竣

工してかなり老朽化してるということで、

空調設備と照明設備を改修しまして、電

気の使用料を減ずることによって、ＣＯ

２を減らしていくというふうな計画書は

提出させていただきまして、それで一応

基金がついてるということで、恐らくそ

の辺のところの検証であるだろうという

ふうに思っております。

○森西正委員長　早川課長。

○早川環境業務課長　環境業務課にかか

るものを、ご答弁させていただきます。

　今、環境対策課の方から言われている

グリーンニューディールの予算について

ですが、ストックヤードの方で今回太陽

光パネルを設置する予定になっておりま

して、それとストックヤードの中の換気

扇の改修ということで約２，０００万円

を予定しております。これによりまして

ＣＯ２の削減がかなりはかれるんではな

いかなということで、今回、予算を組ん

でおります。

　次に一般廃棄物処理基本計画の方でご

ざいますが、これにつきましては市民の

方々及び有識者等に入っていただいて、

アンケート調査等もとりまして行います

ので、議会にもその辺の報告はさせてい

ただきたいと考えております。

○森西正委員長　民間委託の部分に関し

て、小野副市長。

○小野副市長　その前に。地球温暖化の

会議を２月に始めたばっかりなんですが、

各所管課を集めて具体的に、どの課がど

ういう形をするかということで、緑化で

あったり、省エネ設備であったり、リサ

イクルであったり、環境教育であったり、

エコライフの問題であったりいろいろあ

ります。

　それで、この問題はいずれにしても、

まず、市民にお願いする場合は行政から

やらなければならないことは自明の理で

ありまして、まず公共施設はどうするん

だと、その財源はどこから取ってくると。

それで、特に私が見てますのは、これは

一つの目標ですけども、関東は物すごく

進んでいるんですね。

　関東の方で、例えば東京の千代田区な

んかは、新しい地区計画をつくって容積

率だけやなくて、二酸化炭素の排出量を

全体で規制しまうと。建て替えするとき

は、その排出量規制に合ったものでない

とできない、やらさないというような、

これが大きい中では一番進んでいるんで

す。だからそういうことを考えていきま

すと、きのうの本会議で言いました、鯵

生野団地や野々団地なり、もしもそうい

うことで民に渡すとき、これらのことを

十分配慮した上で、高く売れればいいん

だということでないと思うんですね。だ

からそういうことも検討課題に入れた中

で、公共用地を売るんであれば、そうい

うことも議論をせなあかんということを

思ってまして、そういう大きな取り組み

と、来るべき取り組みと、それから行政

がやるべき今の対応という二つに分かれ

ると思います。

　山崎委員が言われたように、この議論

の中身については逐次また資料等で、お

示しをしたいというように思ってます。

　それで行革が先かということですけど
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も、この行革というのは、もちろんむだ、

無理、むらをなくすということでありま

すから、今のこの財政状況なり、６６０

人体制のためにいわゆる行革をどうする

かということでありますから、それは手

段でありますので、それを目的化はして

おりませんので、ご理解願いたいと思い

ます。

　それでごみ収集業務の問題は、これは

もう思い起こしてもらったらわかります

ように、議会の本会議でなぜ随意契約な

のかと、地方自治法上で他に同等品がな

いとか、入札をする方が高くなるとか、

競争不適であるとか、その理由にならな

いんではないかということを相当議論を

されました。他市も入札の行為があるこ

とが一つ、それから摂津の委託率が２６

％でありますから、直営率が７４％であ

ります。これは気がついてみれば、非常

に摂津の直営率が高いと。私はまずこれ

を５０％までもっていかなあかんという

ふうには思ってます。これは２３年４月

に入札をすると言ってるわけであります

から、総合評価制度ということを担当が

言ってますので、それもいいだろうと。

単に安ければいいということではありま

せんので、それら以外のものをつけなが

ら、市民に安定したごみ収集がどうでき

るかということはやっていきたいと思っ

ています。それで、この中身は大きく申

し上げますと、６６０人体制の中で、こ

の行革の中身を読んでもらっていると思

いますが、いずれにいたしましても摂津

市は、２１年４月で７１９名おって、府

下の平均から４８名多くなっています。

ただ、技能労務職が７３人平均より多く

て、２５人少ないということは、すなわ

ち一般行政職は少ないということなんで

す。ですから私は委託できるものは委託

して、きのうの本会議でもありましたよ

うに環境行政をどうするんだと、どの人

材をとってくるんだということを言われ

ました。それから、この前言われている

のは、生活保護は厚労省は８０人にケー

スワーカー一人と言ってますが、はるか

に今超えてると思います。家庭訪問をし

なきゃならない、それはどうやって人員

をとってくるかと。そう考えますと、や

はりごみ収集であってもいいんですが、

いわゆる現業職場については一定、民で

受け皿があるわけですから、しかも随意

契約というのが、これはおかしいと言わ

れてるわけですから、これはきっちり進

めていく必要がある。そして、その減ら

した部分については、一般行政職に入れ

るべきだと私は思います。

　もう一つあるのは、ここに書いてあり

ますように職種替え試験を早くやりたい

と思っています。一般行政職に適正があ

る現場職員がたくさんおります。それら

を退職者の６割補充の中に組み込めば、

新採を減らして、そこに現業職員を一般

行政職で入れると。そして環境政策なん

かは専門職を入れないと、今までみたい

に水と土壌と大気だけで、いわゆる事業

型の行政では済まない。まさしく、これ

は環境施策の中心的なシンクタンクが環

境政策でありますから、そのことを担い、

庁内の環境対策を全部リードするという

ことが、大きくもう変化いたしました。

　そういったことを考えれば当然、どの

職種をとってくるかということが、はっ

きりわかるわけですから、限られた人材

をどう振り分けていくかというのが、こ

の６６０人体制の中身でありますので、

そういう考え方でもって、ごみ収集もそ

の一つとしてやってまいりたいというふ

うに考えております。

○森西正委員長　山崎委員。

○山崎雅数委員　行革に関しては、業務
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に支障が出ては大変なわけですから、市

民サービスの切り捨てにならないように、

慎重にやっていただきたい。だから行革

が目的ではないわけですから、それを押

しつけるということのないように、ぜひ

お願いしたいと思います。

　正雀市民ルーム、これは採算性も言わ

れましたけれども、経費の話もされまし

たけれども、それを市民に理解していた

だくのは非常に難しいかと思いますので、

ぜひともバランスというのがあると思い

ますので、ご検討いただきたいと思って

おります。

　児童手当もわかりました。

　グリーンニューディールは、ぜひ結果

報告をいただきたいと思います。

　それから、ワクチン接種の措置という

のは、待たれる方が非常に多いと思いま

すので、ぜひとも市でも検討をいただけ

ればありがたいと思っております。要望

としておきます。

　温暖化対策素案、それから一般廃棄物

基本計画素案とか報告もいただけるとい

うことですので、ぜひともよろしくお願

いいたします。

　あと斎場の炉も、非常にいいものがで

きるということを期待しておりますので、

よろしくお願いいたします。

○森西正委員長　ほかにございませんか。

　弘委員。

○弘豊委員　私からは予算概要のページ

に沿ってお聞きしていきます。

　まず最初に、４０ページなんですが、

ひとり暮らし高齢者の実態把握事業とい

うようなことが、今回盛り込まれていま

す。これについては全額補助金でやられ

るということになりますけれども、中身

をお聞かせいただきたいというふうに思

います。

　それから、同じ４０ページになります

が、地域福祉計画推進事業の中で、この

備考のところにライフサポーターによる

安否確認と書かれています。昨年はヘル

パーによるということだったと思うんで

すけれども、ここの違いについてお聞か

せください。

　それから、次に４２ページですが、せっ

つ桜苑運営事業が下の方にありますが、

今回の予算では、前年度と比べて８００

万円ほど予算の金額がふえてます。昨年

の決算と比べてみても、ちょっとふえて

る部分が事業の中身で、どういうふうな

変化があったのかということで、お聞か

せいただけないでしょうか。

　それから、次に、４４ページ、ここの

ところは先ほどもお聞きしてるようでし

たので、結構です。

　続いて、次、４８ページ、小規模通所

授産施設等移行支援事業がありますが、

この間、新法に変わって制度を移行して

きた経過がありますけれども、その点と

の関係で、この中身がどのように変わっ

ているのかお聞かせください。

　それから、障害者総合支援センターの

事業です。これは新規になっていますが、

補正予算の方ともかかわってきますけれ

ども、今回、この男女共同参画センター

の改修工事ということで、補正予算の方

を見てますと１，３５７万円の経費になっ

てます。また、これはちょっと所管が違

いますけれども、教育センターが一緒に

入るということで、ここで男女共同参画

センター改修工事が２，３５０万円とい

うふうなことになってます。この工事の

費用の内訳、またどのような改修になる

のか。とりわけ総合支援センターという

ことで、障害のある方たちが利用される

ということで、それに適したような工事

をされていくのか、お聞かせいただきた

いというふうに思います。
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　あと、障害福祉にかかわって５０ペー

ジですけれども、障害者雇用助成事業が

あります。昨年の予算では３５０万円と

いうのが、ことしは３００万円に予算の

上では減ってます。昨年の一般質問でも、

ぜひここのところは、力を入れてやって

ほしいというようなことを訴えました。

ただ、実績の点では、昨年の決算で２４

０万円になってますから、実績を見て、

また全体的な見通しをもって、このよう

に計上をされてるのかなというふうには

思うんですけれども。この事業について

は、また限られている部分なのかなとい

うふうにも考えているんですけれども、

取り組みの方でどのように考えておられ

るのか、お聞かせいただきたいというふ

うに思います。

　続いて５２ページの方です。

　地域子育て支援補助事業が、昨年１，

５００万円から、ことしは２，０００万

円ということで、事業がふえるというよ

うなことで予算も変わってるのかなとい

うふうに思いますけれども、次の５４ペー

ジのところの地域子育て支援運営事業と、

この子育て支援補助事業の中身のところ

について、ちょっと違いがどういうふう

になっているのか、教えていただきたい

と思います。

　それから、あと５６ページですが、こ

こでも新規の予算の計上で、食の安全対

策事業というようなこと。備考のところ

で、保育所の給食の調理器具等にかかわ

るものなのかなというふうな感じで思い

ますけれども、中身をお聞かせいただけ

ないでしょうか。

　あと同じ５６ページですが、母子家庭

高等技能訓練促進費、これが前年比のお

よそ２倍が計上されております。もちろ

ん今の情勢の中で、母子家庭の自立を促

していく、就労につながるようなプログ

ラムは大変重要だというふうに思ってま

すが、これを促進していくそういう体制

についてといいますか、計画はどのよう

になっているのか、お聞かせいただきた

いというふうに思います。

　続きまして、５８ページです。

　フォルテ管理事業の項目で、修繕費で

４００万円というのが上がっていますが、

これの中身。それから、委託料が前年と

同額で計上されてますけれども、これは

年度末まで開く見込みで計上されている

のかというようなことを、お聞きしたい

と思います。

　５８ページ、生活支援課の生活保護事

業にかかわってですけれども、先ほど山

崎委員からもいろいろ聞かれましたから、

この保護費の増加、それから、やはり今

の情勢の中で、大変仕事の中身も量もふ

えているというふうに認識しております

が、職員の体制は今のところ変わらない

ような形で聞いてます。また、そんな中

で仕事の中身の点で、保護費の支給につ

いて、窓口の手渡しが摂津は他市と比べ

ても大分件数が多いというふうなことを

感じているんですけれども。その辺、銀

行振込をやはりきちんとする、そういう

体制をとっていく。また、支援が必要な

方に対して、しっかりと職員が接してい

けるような、そういう体制もとっていく

という点で、改善をお願いできないでしょ

うか。お答えいただきたいと思います。

　あと、６４ページになります。これは

小さい予算になるんですけれども、昨年

は計上されてました乳幼児精密健康診査

事業ですね。これは２０年度も実績はな

かったかと思うんですけれども、予算の

点で２０年が１０万３，０００円、２１

年が５万２，０００円で、ことしはなく

なってますけれども、この事業自体、も

うなしでいいのかというようなことにな
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りますけれども、お聞かせいただけない

でしょうか。

　あと、６８ページ、墓地管理事業にか

かわってになります。

　ここで修繕費が３３０万円計上されて

おります。新しく一津屋西の墓地を市の

管理に戻すというような話を聞いてます

けれども、そこにかかわってのことなの

か、ちょっとこの予算の使う予定につい

て、教えていただきたいと思います。

　ちょっと戻りますが、６６ページ、環

境対策課の地球温暖化防止地域計画策定

事業の話ですけれども、先ほどの山崎委

員からの質問の中でも、大体お話いただ

いたかと思うんですけれども、聞いてい

ますと、市民や民間や行政がそれぞれで

きることを、どのようにやっていくのか

検討をしていって、具体的な計画につな

げていくということであります。もちろ

ん大事なことで、大いにやっていただき

たいんですけれどもそれと同時に、なか

なか地域や、また市などではできにくい

ことについても、しっかり検討も必要だ

というふうに思ってます。これは代表質

問の中で我が党の方からも要望を上げま

したけれども、例えば環境アセスみたい

なことで、一定の縛りをかけていくこと。

もちろん、今、アセスメントが必要な大

きな事業が予定されているのかといえば、

ありませんけれども、ダイヘンの跡地、

ここがこの間いろいろと本会議の中でも

やりとりの中では、今のような形にしな

かった場合には、トラックターミナルな

んかが来て、環境が大分悪くなるんでは

ないかというようなことを、市長の口か

ら何度も耳にしておりますし、その辺か

らしたら前もってといいますか、きちん

とそういう縛りをかけれるような、もち

ろん今の条例もありますけれど、今後の

ことを考えて、もう一歩前進させていく

ようなことの検討を要望としておきたい

と思います。特に答弁のところでは結構

です。よろしくお願いします。

　環境センターにかかわって、７２ペー

ジです。

　環境センターの修繕料、昨年は１億４，

２５０万円から、ことしは２億４，００

０万円というようなことで、随分と金額

が大きいなというふうに思ってまして、

さっきのグリーンニューディールでの施

設改善は２，０００万円ほどかというふ

うに思うんですけれども、これの中身を

お聞かせいただけないでしょうか。

　あと、次、７８ページになりますが、

産業振興にかかわる点で幾つか。

　中小企業金融対策事業というようなこ

とで、この間、厳しい経済情勢の中での

融資の制度、本市の制度としては本当に

よくやっていただいてるわけですけれど

も、この間、その利用件数も伸びてます

し、お答えいただいている部分で３６件

から７２件にふえていってるというよう

なことも聞いてます。今の体制といいま

すか、融資の預託金は、ここで組まれて

る金額かと思うんですけれども、この状

況で今後とも大丈夫なのか。この中身の

ところで、ふやさないといけないような

ことはないのかどうか、お聞かせいただ

きたいと思います。

　あとプレミアム付き商品券が７８ペー

ジのところ、予算で上がっております。

　この点についての評価等々、これも代

表質問でのやりとりがありましたが、や

はりこの間、大阪府がやった件の、一定

ニュースなんかで見てても、ばらまきじゃ

ないかというようなことで、大分うちが

取り組んだものとの違いもあったかなと

いうふうに思っております。

　そういう中で、今回もやっぱり社会的

に弱い立場の人、経済的にしんどい人た
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ちの配慮もし、また、商店街の活性化に

つなげるという意味で、その当事者たち

との協力も図りと、いろいろと検討も重

ねていってるわけですけども。

　ただ、市民から見たときに、実際には

ばらまきのような形の、ああいうような

こともやられている状況ですから、その

点、担当課で取り組んでいくに当たって

の思いといいますか、それを聞かせてい

ただきたいなというふうに思います。

　あと最後、８０ページのところで、雇

用推進事業、これも上がっておりますが、

予算の金額としたら本当にわずかなもの

であります。その中でおおさか人材雇用

開発人権センターでありますとか、茨木

雇用開発協会でありますとか、こういっ

たところが、どのような仕事なり役割を

果たされているのかについて、お聞かせ

いただきたいと思います。

　以上、１回目の質問です。

○森西正委員長　登阪次長。

○登阪保健福祉部次長　それでは、地域

福祉課にかかるご質問について、ご答弁

を申し上げます。

　まず、ひとり暮らし高齢者等実態調査

についてでございます。

　２２年度、国の緊急雇用創出推進事業

を活用いたしまして、ひとり暮らし高齢

者とあわせまして認知症高齢者の実態把

握を行ってまいりたいというふうに考え

ております。

　具体的には、ひとり暮らし高齢者につ

きましては、住民基本台帳等をもとに、

既に民生委員さんから出されております

ひとり暮らし名簿などで実態把握ができ

てる方を除いた方、約３，０００名ぐら

いになるかなというふうに考えておりま

すが、このような方たちに郵送によるア

ンケート調査を行い、回答のなかった方、

この非返答率を大体３割と見込んでおり

まして、９００名程度の方と考えており

ますが、その方たちや調査結果から必要

と判断した方を対象に、訪問調査を行っ

てまいりたいというふうに思っておりま

す。認知症高齢者につきましては、介護

保険事業所や老人介護者家族の会などの

ご協力を得まして承諾を得ることができ

た方や、家族を対象に訪問調査を行って

まいりたいと考えております。また、市

内のグループホームや認知症対応型のデ

イサービスの事業所を訪問して、家族会

や事業所の職員さんなどからも聞き取り

調査を行えればと考えております。

　なお、この調査に当たりましては、可

能な限り社会福祉士等の資格を有する方

を短期間雇用して、実施してまいりたい

と考えております。そして、調査を踏ま

えまして現行のサービスの周知や、必要

な場合につきましてはサービスの勧奨を

行うとともに、今後、地域での見守りの

あり方、災害時などの緊急時の対応のあ

り方、また、介護保険制度のサービスで

は対応できないニーズにこたえる新たな

サービスの実施に向けた検討などを、進

めてまいりたいというふうに考えており

ます。

　続きまして、ライフサポーターによる

安否確認でございますが、昨年度までは

ヘルパーによる安否確認ということでご

指摘がございました。現在、このライフ

サポーターにつきましても社会福祉協議

会の方に事業委託をいたしておりまして、

従前のヘルパーさんの方にお願いをして、

ひとり暮らし世帯を中心に、見守りの訪

問活動をしていただいております。

　名称の変更についてでございますが、

平成２０年度に第４期のかがやきプラン

の見直しを行うときに、このようなヘル

パーさんによる見守り活動、安否確認の

活動につきましても、やはり地域ケアの
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活動の中に、きちんと位置づけるべきだ

というご指摘をいただきまして、これま

でひとり暮らし高齢者に限っておりまし

たけども、訪問対象を高齢者のみの世帯

にも拡充をしてまいったり、単に安否確

認にとどまらず、ひとり暮らし高齢者の

安否確認で実施しております乳酸菌飲料

が、実際にきちっと配付されているかど

うかといったチェックなど、そういった

既存の事業のチェックや、それから地域

福祉課に配置しております地域包括支援

センターやＣＳＷと連携して相談支援活

動を行っていただくなど、事業内容につ

いて従前より少し突っ込んだ取り組みを

していただくということで、名称につき

ましても、ライフサポーターという名称

に変えたところでございます。

　続きまして、４２ページのせっつ桜苑

の運営事業でございますが、昨年度の当

初予算に比べて、施設介護サービス委託

料につきましても約８００万円の増があ

るということでのご質問でございますが、

実はせっつ桜苑の運営事業につきまして

は、昨年１２月議会で補正をさせていた

だいております。２１年度といいますと、

当初、施設介護サービス委託料は１億８，

５００万円で計上させていただいており

ましたけども、補正におきまして２１年

度からの介護報酬のアップ分について、

十分反映ができていなかったということ

もありまして４００万円の増額補正。あ

わせて年度途中から、介護職員の処遇改

善交付金の制度ができましたので、２１

年度につきましては、４か月分の１６０

万円を合わせました５６０万円を増額補

正させていただいておりまして、２１年

度の現計予算が１億９，０６０万円となっ

ております。これに２２年度につきまし

ては処遇改善が１年を通してとなります

ので、２１年度と比較しまして８か月分

プラスしました３２０万円となっており

ますので、それを足しますと１億９，３

８０万円ということで、今回計上させて

いただいております委託料になるという

仕組みになっております。

○森西正委員長　吉田課長。

○吉田障害福祉課長　弘委員の障害福祉

にかかる３点について、お答えさせてい

ただきます。

　１点目の小規模通所授産施設等移行支

援事業についてなんですけれども、今年

度、新しく補助させていただいた制度で

ございまして、市内の小規模通所授産施

設等の移行に当たりまして、施設の借上

料等の補助、社会保険料の加入の補助、

国保連の請求事務の補助、送迎の補助等

がございます。これらの補助を利用され

まして、市内の小規模通所授産施設５か

所、福祉作業所が市内に３か所あるんで

すけれども、すべて小規模通所授産施設

５か所とも、介護給付の国事業の方に移

行していただきました。福祉作業所の分

に関しましては、３か所のうち２か所が

移行させていただいた状況でございます。

　まだ実際の給付費の方が、具体的に１

年間、出ておりませんので、この補助の

結果、どのような効果があったかという

ことに関しては、はっきりはしない部分

はございますけれども、おおむね事業所

の方、給付費の方は、以前の小規模の金

額から比べると、ふえているというふう

に聞いております。

　ちなみに、国の状況もございまして、

小規模の作業所の新体系への移行状況な

んですけれども、平成２１年４月の時点

て６８％の事業所が移行しております。

その６８％の中で、先ほどお話させてい

ただいた個別給付の方に移っていただい

てるのは、１００％のうちの２４％だけ

でございまして、３７％は市町村の事業
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の地域活動支援センターという事業の方

に移ってる状況でございますので、一定

この移行支援の事業に関しましては、効

果があったのではないのかというふうに

考えております。

　次に、障害者総合支援センターの事業

で、補正分でどのような工事をされるの

かということでございますけれども、ま

ず、相談支援の事業所の移転ということ

で、相談支援事業所は必ず相談室をつく

る必要がございますので、相談室をつく

らせていただいております。

　その相談支援事業所と、就労・生活支

援センターの分ということで各１か所、

相談支援事業所をつくらせていただいて

る部分として、男女共同参画センターは

開き戸になっておりまして、やはり障害

の方、車いすの方のために引き戸にして

おります。また、トイレは既に障害者用

のトイレがありますけれども、場所とか

も広くさせていただいて、オストメイト

の設置を１階の部分はさせていただいて

いる状況でございます。

　また、今、子どもの部屋というふうに

呼んでいるところを日中一時の利用の方

を検討しておりますので、一部、窓の強

化等をさせていただいたりとか、トイレ

を汚物処理の対応ができるもの等にさせ

ていただいてる状況でございます。

　また、「バクの家」と「風と夢」との

統合の支援という形もございますので、

一部、「バクの家」の方のトイレの改修

や、パン工場の改修もさせていただいて

る状況でございます。

　次に、雇用助成のことでございますが、

現在、雇用助成の対象の方が６名おられ

まして、来年度も続けて雇用助成の対象

の方は２名ということになっております。

　ただ以前、２０年度までは、職業安定

所の方から、この国の雇用助成の対象者

の方に関しては報告があったんですけれ

ども、個人情報の関係もございまして、

対象者の方の報告の方がいただけないと

いう状況で、一定なかなか利用者の方が

把握しづらいということで、職業安定所

等に、市の独自のそういう施策があると

いうことをＰＲさせていただいたり、ま

た、企業等でそういう機会がありました

ら、説明していただくというようなこと

を努めさせていただいてる状況でござい

ます。

○森西正委員長　稲村参事。

○稲村保健福祉部参事　こども育成課に

かかわります３点について、ご答弁を申

し上げます。

　まず、地域子育て支援補助事業と、地

域子育て支援運営事業の違いについてと

いうことでございますが、地域子育て支

援補助事業につきましては、地域子育て

支援拠点事業広場型と言いまして、もと

もとつどいの広場事業と言ってたものな

んですけれども、民間保育所などの場を、

乳幼児の親子が交流して、気軽に相談で

きるような場ということで提供し、各地

域での子育て支援ということを行ってい

くというものなんですが、民間保育所な

どを運営する社会福祉法人に委託をした

り、地域子育て支援を行っているＮＰＯ

法人などに委託をして行っているという

ものでございます。

　平成２２年度につきましては、味生地

域の一津屋愛育園で新たに始めるという

ことから、予算の増額を計上いたしてお

ります。地域子育て支援運営事業につき

ましては、摂津市地域子育て支援センター

での事業を中心といたしまして組んでい

るものでございます。

　２点目の食の安全対策事業でございま

すが、Ｏ－１５７やノロウイルスなどに

関する講習会、あるいは啓発パンフレッ
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トなどの作成、また、感染症の予防対策

として公立保育所の給食室に、スチーム

コンベクションオーブンや殺菌庫の設置

などを実施するものでございます。これ

は大阪府の子育て支援交付金で、全額賄

う予定としております。

　３番目に、母子家庭高等技能訓練促進

費についてでございますが、この制度は

母子家庭のお母さんが、就業に結びつき

やすい資格を取得するために、養成機関

で受講を行うに際し、その期間中の生活

の不安を解消し、安定した就業環境の提

供を目的として、生活費を支給するとい

うものでございます。就業年限２年以上

の養成機関で、看護師、介護福祉士、保

育士、理学療法士、作業療法士などの資

格取得を目的としたものに対して、支給

をするということになっております。

　平成２１年６月に国の方で、補正予算

で制度の大幅な拡充が行われました。一

つは、支給月額を今まで非課税世帯が１

０万３，０００円であったものが、１４

万１，０００円に拡充、そしてまた課税

世帯については、月額５万１，５００円

から７万５００円に拡充ということにな

りました。また、それまでは就業年限の

２分の１を超えた時点から、支給という

ことになっておりましたけれども、今回、

就業期間の全期間において支給というこ

とになりました。

　そういうような制度の大幅な拡充に対

して、予算を計上させていただいたとい

うものでございます。

○森西正委員長　東澗課長。

○東澗生活支援課長　生活保護費の支給

方法について、お答えします。

　現在本市の状況は、窓口払いが５０％、

口座振込が５０％となっています。窓口

払いは、被保護世帯の状況を把握できる

メリットがありますが、反面、来庁にか

かる負担、及び紛失などの事故の可能性

があります。また、受給者が増加してい

る今日、支給日には同じフロアの他課に

も影響を与えるものと考えています。

　今後につきましては、委員ご指摘のと

おり、受給者の実情を考慮し、支給事務

の効率化を図るためにも、口座振込を積

極的に活用してまいります。

○森西正委員長　杉本次長。

○杉本生活環境部次長　概要の５８ペー

ジのフォルテの管理事業のところにお答

えいたします。

　修繕費でございますけども、これはフォ

ルテ３０１、３０３の空調設備の更新の

ための工事費でございます。ちょっと老

朽化して、水漏れ等が発生しております

ので、ご利用いただくのに支障のないよ

うに更新したいと思っております。

　それから、フォルテの管理業務委託料

を昨年同額ということですけども、福祉

会館の閉館に伴いまして、フォルテ２１

２、２１３という部屋を市民ルームとし

て追加でつくっておりましたけども、今

回コミプラができますので、代替施設と

しての役割を終えると考えておりますが、

コミプラ自体の予約が今年の７月以降と

なるということもございまして、また、

今までご利用になった方たちとの円滑な

継続性等を考えまして、一応２３年３月

までは、現行のフォルテの４室体制は維

持するということにしております。その

予定で、今、予算計上をさせていただい

たということでございます。

○森西正委員長　阪口参事。

○阪口保健福祉部参事　それでは、健康

推進課にかかりますご質問について、ご

答弁を申し上げます。

　まず、予算概要の６８ページ、墓地管

理事業の修繕料３３０万円計上をさせて

いただいております。これにつきまして
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は委員ご指摘のように、あわせてご提案

させていただいております基金条例との

関連で、ダイキン横にございます一津屋

西墓地のフェンス、ブロック塀でござい

ますけれども、これは昭和４９年に設置

したものでございますけれども、老朽化

が進みまして、バス停に通じる通路にも

直接面しているということで、非常に危

険な状態ということで、修繕の必要性が

あるということから、その修繕費用を上

げさせていただいております。あわせて

村の墓地との分離ということから、水道

の敷設ということも、この中でお願いを

しているところでございます。

　次に、乳幼児精密健康診査事業でござ

いますけれども、前年度に５万２，００

０円の予算を計上させていただきまして、

執行がゼロというところで、ここ数年ずっ

と推移をしているわけでございます。

　これにつきましては、各種の乳幼児健

康診査の結果、医師の指示により精密検

査が必要だというふうに認められたお子

さんにつきまして、精密検査のための専

門の医療機関で受診していただく。その

ための費用を負担をするというふうな予

算であったわけでございますけれども、

乳幼児医療費助成での支援ということが

可能でございますので、健康推進課での

この事業予算につきましては、今年度か

ら見送らさせていただいたということで

ございます。

○森西正委員長　上村環境センター長。

○上村環境センター長　７３ページのご

み処理施設管理事業のうち修繕料が昨年

より大幅にアップしている理由でござい

ます。

　２１年度の市政方針で炉の延命化とい

うことで、さらに１０年延命化するとい

うことが打ち出されました。今年度２億

４，０００万円、昨年度１億５，０００

万円、２０年度は１億２，０００万円と

いうことで、具体的には今年度、３号炉

の排ガス洗浄装置といいまして、燃焼に

伴って出るガスを洗浄する施設なんです

が、それの更新に１億円。老朽化してる

建屋、これは雨漏りがしてまして、これ

の補修、防水加工に２，０００万円、グ

リーンニューディールに１，４００万円

ということで、大体主な新たに行う修繕

はそういうことで、あとは通年やってお

ります修繕料となっております。

　今後、修繕料は、今までみたいに悪く

なったから、そこを直すということでは

なくて、ある程度予防的な保全措置とい

うのを、考えていかなければならないと

いうふうに思っております。

　今後はできるだけ財政的に負担が伴わ

ないように、できるだけ平準化したよう

な修繕計画を立てて、延命化を図ってい

きたいというふうに思っております。

○森西正委員長　産業振興に関連して、

鈴木課長。

○鈴木産業振興課長　それでは、産業振

興にかかわります３点の質問に、ご答弁

を申し上げます。

　まず、中小企業事業資金にかかる預託

金についてですが、現在本市では１億円

の預託金により府の融資の利息１．６％

より利率の低い１．２％で、中小企業の

支援をしております。協調倍率は５倍と

いうことで、５億円の融資枠があると言

い置きかえることができます。現在の貸

付高は３億７，１２８万円となっており、

現在のところまだ１億３，０００万円近

くの枠を確保しております。

　予算概要８０ページの雇用推進事業の

負担について、ご答弁を申し上げます。

　センターの負担金は就労支援にかかる、

特に就労支援の困難者につきまして、シー

ステップというところが企業派遣型現場

－43－



研修などを特に重点的に行い、フォロー

アップをしているものです。茨木ハロー

ワーク管内の茨木雇用開発協会負担金に

つきましては、新規学卒者の就職先の支

援に取り組む負担金となっております。

　次に、大阪府の先般実施しました、ま

るごと商品券との比較と検証についてで

すが、本市のセッピィ商品券と大阪まる

ごと商品券の大きな違いは、摂津市は大

型店が５％、小規模事業者は負担がゼロ

という形で実施しております。大阪府の

方は、一律１０％の負担金をお願いして

おります。販売店は摂津市が市内１２か

所、府が市内２か所。利用できる店舗が

摂津市内で、摂津市の商品券が３７３店、

大阪府の商品券は市内２５店となってお

ります。また、換金におきましては、摂

津市では市内３行７支店、府は１行１支

店。利用期間におきましても、摂津市は

約４か月、大阪府は２３日間となってお

ります。

　以上を総括しますと、購入者及び取り

扱いの事業者ともに、セッピィ商品券の

方が、利用しやすいと考えております。

本市としましても現状に満足することな

く、さらに工夫を凝らして、よりよい商

品券の発行に努めてまいりたいと考えて

おります。

○森西正委員長　弘委員。

○弘豊委員　最初に地域福祉課にかかわっ

てですけれども、ひとり暮らしの高齢者

の方や認知症の方ということで、３，０

００名ほど実態把握がまだできていない

と言われることで、その他の方は民生委

員さんなり、何らかの形でつながってい

るというふうに今のお話では思うんです

けれども、やっぱりなかなか実態の把握

ができてない人ほど、生活の実態も困難

な方も多いのかなというふうに思います。

　この間、私の方に話が入ってくる方の

中でも、ひとり暮らしらしいと。ただ、

どういうふうな暮らしをしているのかが

よくわからないと。そういうような方も

いらっしゃるということでは力を入れて、

ぜひ取り組みも強めていただきたいなと

いうふうに思いますし、また、そういう

ふうな人たちの総合的な支援という形で、

地域包括支援の方も動いてるかというふ

うに思うんですけれども、今後、その地

域包括支援のあり方が行革の中では、委

託もちょっとかかっていたかなというふ

うに思います。

　ぜひとも、今後とも地域包括支援を直

営でやってほしいというようなことは、

私どもの方からは要望も上げております

けれども、活動の中でも本当に大事な役

割をしていただいているというふうに思っ

ております。なかなか役割を果たし切れ

なかったというような話も、中にはある

のかなというふうにも思うんですけれど

も、このところは今後、高齢者の孤立化

ということも大きな課題になってますか

ら、ぜひとも頑張ってもらいたいなとい

うふうに思っております。

　あとのところについては、了解しまし

た。

　続いて、障害福祉課にかかわってであ

ります。

　障害者総合支援センターについてです

が、先ほど山崎委員からも当事者の方が

求める総合的な支援センターという形で

は、不十分なのかなというふうなことも

あるかと思います。

　ただ、本当に相談窓口の一本化という

ことでは、摂津の東の端にあるふれあい

の里というところから、知的障害者の相

談窓口が比較的市の中間にある、シビッ

クゾーンの中にある施設に移ってくると

いうこと。また、西の端にある正雀のハー

ネス、ここも中心の位置に来るというこ
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とでは、利用しやすい面というのが多々

あるというふうに思ってます。

　ぜひそうした中で、この施設の運営に

ついてもやはり無理のない、効率的なと

いいますか、利用者の立場に立ってそう

いうものになっていくようにお願いもし

たいと思いますし、施設の中の改修もそ

うですね、障害のある方は本当に人によっ

て必要になるものがさまざまで、ドアの

改修一つもそうだと思いますし、トイレ

についてもご自分で行って器具があれば

自分でできる方、また、すべて介助でな

いと対応できない方、いろいろいらっしゃ

いますから、ぜひともその中身について

も実態に合ったものにしていかれるよう

に、これはお願いしたいというふうに思

います。

　あと、雇用助成にかかわってですけれ

ども、今の状況でいったら、この制度を

利用する方の対象が減っておられるとい

うようなことを伺いました。

　この間の議会のやりとりの中でも、今

後、この点については力を入れてやって

いかないといけないというようなことで、

市長も言っておられます。その中では、

この雇用助成事業については、現行では

このような状況ですけれども、ほかに各

課と連携した取り組みの中で、障害者雇

用の促進について、障害福祉課の中で検

討されるようなことがおありでしたら、

お聞きしたいというふうに思います。答

弁をお願いします。

　続きまして、こども育成課にかかわっ

てです。

　地域子育て支援にかかわっては、今、

子育て支援センターと、それから民間の

４か所で取り組まれてるわけですけれど

も、やはりこの点でいったらニーズと比

べても、まだもっと広げてほしいという

ようなことがあります。安威川を挟んで

見ましても、以南は２か所というような

ことですし、やはり赤ちゃんを連れて気

軽に移動できる場所にないと、利用でき

ないというふうなものであると考えます。

小学校区に一つは、せめて欲しいなとい

うふうに思いますし、また、そういった

意味では、現行、別府や鳥飼の公立の保

育所、規模が小さいということで、なか

なか現状では取り組みにくいというよう

なことも、この間のやりとりの中ではお

聞きしていますけれども、何とか工夫し

て、より一層広げていただきたい。

　また、それとかかわっては、この間、

べふこども園に関することでのさまざま

なやりとりがあるわけですけれども、教

育委員会と、それからこども育成課とそ

れぞれの連携。また、行革の中では窓口

の一本化というようなことも言われてる

中で、これは国の今の施策のところでは、

まだ検討段階で明らかになってない部分

が多い中では、まだ早いんじゃないのか

なというふうに私どもは思っているわけ

なんですけれども、今、摂津の中で、こ

のこども育成課と、それから教育委員会

との関係のところ、その具体的な検討の

現時点での到達といいますか、状況がわ

かれば教えていただきたいなというふう

に思います。

　あとのところは、わかりました。

　あと、生活支援課についてです。

　口座振替と、それから窓口での支給が

半々ということの今の現状ですけれども、

保護費の支給日に、ずらっと窓口の方に

並ぶというふうなことが、やはり対象の

方にとっては大変なこともあると思いま

すし、また、職員がしっかりと少ない人

数の中でも、必要なところに人員の力を

向けれるような体制をつくっていく。そ

ういう点でも、ぜひぜひここの部分は進

めていただきたい。この点は、要望にし
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ておきます。

　あと、生活環境部にかかわって、フォ

ルテの委託料は３月までというようなこ

とで、今、私の方も初めて知ったといい

ますか、そういう状況で、市民の方から

は、ふれあいルームの方にしてもフォル

テにしても、いつまで使えるのだろうと。

申し込みに行ったときに、もう使われへ

んよと言われたようなこととか、いろい

ろ情報が錯綜してるかなというふうに聞

いております。

　決まって、このようになっているので

あれば、そのような徹底ということで引

き続きお願いしたいというふうに、この

点も要望で置いておきます。

　あと、項目は別になりますけれども、

文化ホールにかかわってですけれども、

保健センターの建て替え等々と絡んでく

るんだというふうに思いますが、今現状

でホールを使うときの自転車置き場が、

随分と狭いところにたくさん並ぶような

状況で、また、夜間になると真っ暗で、

自転車がなかなかきれいにそろってとめ

られてないというようなこと等も聞いて

おりますので、この文化ホールの自転車

置き場についての整理といいますか、こ

れはもう答弁は結構ですので、要望とし

ておきます。

　それから、健康推進課にかかわってで

す。

　乳幼児精密健康診査事業というような

ことが、実態として実績がないというよ

うなこと。それから、乳幼児医療で賄う

というふうな今ご答弁をいただきました

が、乳児医療費助成といいましたら、１

診療５００円の窓口負担なんで、その分

でしょうか。ちょっと確認だけお願いし

ます。あとの部分は結構です。

　あと環境センターにかかわって、炉の

延命化で、ことしも修繕が随分かかると

いうふうなお話を聞きました。やはり大

きな施設でもありますし、一定年数もたっ

てるということでありますから、修繕は

もちろん必要だということで理解します。

　ただ、この間、議事録をずっとめくっ

てましたら、１８年度に随分大きな改修

といいますか、費用がかかっている。ま

た、今後も一定かかるんだろうなという

ふうに考えるわけですけれども、一つ一

つの施設をやっぱり大事に使って、修繕

も必要な営繕も行ってやっていくという

ようなことも、一つはやっぱり環境保全

の取り組みとして大事だというふうにも

思います。

　環境センターにかかわらず、摂津市内

にあるさまざまな公共施設も、もちろん

そうだと思いますけれども、ぜひこの点、

必要なところでは取り組みもしていただ

いて、またその中身についても報告もし

ていただけるように、よろしくお願いい

たします。

　最後、産業振興にかかわってですが、

融資の点について了解しました。

　また、プレミアム付き商品券のことで

言いましたら、摂津の取り組みの方が、

大阪府でやってるのよりも身近で利用し

やすいと。もちろん、私もそういうふう

な認識を持ってますが、いろいろな形で

インパクトといいますか、テレビでもあ

あいう形で報じられた中で、いろいろと

余りよくない印象を持ってる方もおられ

るわけで、来年度の実施について特に検

討もしていただいて、中身を充実させて

いただければなというふうに思います。

　あと、雇用促進事業についてなんです

けれども、本当に少ない予算で、やれる

中身も限られているというようなことで

ありますけれども、例えば今、摂津市が

独自で、市内企業の雇用にかかわるミニ

コミ誌とか、例えば情報誌みたいなもの
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の作成に取り組んでみるとか。これは以

前、東大阪市でやられた取り組みの中で、

東大阪スタイルという雑誌みたいなミニ

コミ誌ですね、これをつくって雇用の促

進。とりわけ若い世代に向けた取り組み

として雇用と、それからいろいろと労働

にかかわる法律についても、その中で紹

介をするような取り組みがされたりして

います。これも一定予算が取れれば摂津

も多くの中小企業、また、事業所を抱え

ている、そういう自治体でありますから、

一度検討もしていただければなというふ

うに思います。このことは要望にしてお

きたいと思います。

　以上、２回目です。

○森西正委員長　吉田課長。

○吉田障害福祉課長　障害者福祉に関し

まして、雇用のことに関してどのように

考えているのかということで、ご答弁さ

せていただきます。

　障害者の雇用助成金に関してなんです

けれども、やはりなかなか職業安定所等

を通じてＰＲしてるけども、その手ごた

えというのが感じられないということで、

担当の方は確認をさせていただいていた

んですけれども、先日、民間の市外の企

業から、この市独自で行われている障害

者雇用助成金というのをやってますかと

いうことの問い合わせが入りまして、こ

の制度は国の障害者雇用の助成を２年間

受けた後、継続して助成する制度なんで

すけれども、実際そういう摂津市の方が

おられるんですかと担当が確認すると、

まだこれから採用を考えているというこ

とで、ご返事いただいたということで、

そういうことを考えますと、一定やっぱ

りこの障害者雇用の助成の制度を、市独

自で国と同額の方をさせていただいてい

るんですけども、効果が一定あるのかな

というふうな印象を持っております。

　また、やはりなかなか障害をお持ちの

方が、すぐに就職に結びつくのは難しい

ということで、摂津市の場合ですと障害

者の職業能力開発センター「せっつくす

のき」の方を、先日も入校のそういう試

験があったということですけれども、摂

津市の方が受けていただいたりとか。あ

と、この自立支援法の中で、２年間で一

般企業に就労を支援するというサービス

がございまして、就労移行支援事業とい

うんですけれども、そういうサービスも

支援学校卒業生の方に、徹底させていた

だいたりということをさせていただいて

おります。そういう福祉的なサービスも

利用しながら、障害福祉として障害をお

持ちの方の就労を、支援していきたいと

いうふうに思っております。

○森西正委員長　稲村参事。

○稲村保健福祉部参事　一つは、地域の

子育て支援拠点についてでございますが、

今委員がご指摘のとおり、安威川以南地

域におきまして、今後増設の必要性があ

るというふうには考えております。

　せっつすこやか子育てプランにおきま

して、平成２６年度目標といたしまして、

センター型と広場型を合わせて１０か所

を目標としております。平成２２年度に

は６か所の予定ですので、その後、安威

川以南地域において、４か所設置を進め

ていきたいというふうに考えております。

　また、別府のこども園につきましては、

地域の子育て支援拠点としての機能を持

つものというふうにしておりますので、

ここでも地域子育て支援の拠点というこ

とが、できていくのではないかというふ

うに考えております。

　窓口の一本化についてでございますが、

保育所、幼稚園、こども園につきまして

は、今後、受け付けや相談などについて

窓口を一本化していくことが、市民の方々
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の利便性の向上につながるのではないか

というふうには考えているところです。

　今、保育所がいいのか、幼稚園がいい

のか、いろいろと悩まれてご相談される

ような場合につきましても、両方の窓口

で相談していただくというようなことも

ございますので、今後そういうふうな方

向で検討しているというところでござい

ます。

○森西正委員長　前野参事。

○前野健康推進課参事　乳幼児の精密検

査費用の件で、お答えさせてもらいます。

　現在は精密検査が必要な場合は、紹介

状という形でお出しします。それを持っ

て受診されますので、乳幼児医療の方で

費用が支払われるという形になります。

５００円は自己負担があるかと思います

が、紹介状を出すという形になってきて

いて、精密検査の依頼票を出すというよ

うなことが、実績がないという状況でご

ざいます。

○森西正委員長　弘委員。

○弘豊委員　今の乳幼児精密検査事業で

すけれども、これは全く受ける必要があ

るケースがなくなったというわけじゃな

くて、あるけれども、別でやってるとい

うわけですね。わかりました。

　あと、こども育成課にかかわって、ぜ

ひとも今後とも力を入れて取り組んでい

ただきたいんですけれども、窓口の一本

化というようなことで、特に今、教育委

員会が所管してやるとか、別の部署をつ

くるとかというようなことは、まだ今の

ところは煮詰まってないというふうなこ

とでしょうか。お聞かせいただきたいと

思います。

　あと、障害者福祉にかかわっての雇用

助成金、就労支援、難しい課題だという

ふうに認識しておりますけれども、本当

に障害のある人が当たり前にというよう

な理念を、摂津でも掲げてる、ふれあい

都市宣言のそうした趣旨に沿って、また、

ほかの制度等もさまざま検討、利用する

中で、取り組みを進めていっていただき

たいことを要望して終わらせていただき

ます。

○森西正委員長　佐藤福祉部長。

○佐藤保健福祉部長　ご質問をちょうだ

いいたしております、いわゆる保育所、

それから幼稚園、この窓口の一本化の問

題でございますが、これにつきましては

現在、市の方で第４次の行財政改革、ま

た、あわせて同時並行のような形になっ

ていますが、第４次の総合計画の策定の

作業をやっておりますので、これに関連

して、全体の機構の見直しというような

ことも検討をいたしておりまして、その

中で、どういう形というところまでは、

まだ結論が出ておりませんが、やはり市

民の方々の利便性を向上するという観点

から、いわゆる就学前の子どもたちに対

するサービス窓口は、できるだけ一つの

ところでできるような形が望ましいので

はないかという観点で、現在検討中とい

うところでございます。

○森西正委員長　暫時休憩します。

（午後２時５８分　休憩）

（午後３時３０分　再開）

○森西正委員長　休憩前に引き続いて再

開いたします。

　本保委員。

○本保加津枝委員　それでは、続きまし

て、数点お聞かせをいただきたいと思い

ます。

　まず、歳入の方ですけれども、予算書

の３５ページになりますが、衛生手数料、

狂犬病予防注射済票交付手数料が計上さ

れておりますけれども、これに関連をい

たしまして、お聞かせをいただきたいと

思います。
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　この飼い犬の登録と狂犬病の予防の実

態について、お聞かせをいただきたいと

思います。現在ペットブームと言われま

して、本当に子どもさんの数と同じほど

のペットが各家庭で飼われているような

世の中になったということで、ペットが

非常にふえていると。特に、愛犬家が大

きく増加をしているという現状の中で、

本市におきまして、この予防接種につき

ましては、飼い主さんに勧奨するための

施策について、どのようなお考えでおら

れるのか。また、どのような施策を講じ

ておられるのか、お聞かせをいただきた

いと思います。

　引き続き、歳出の方をお尋ねをいたし

ます。

　まず、概要の方から歳出の方はページ

数を申し上げますので、よろしくお願い

をいたします。

　まず、議案第１号の方ですけれども、

２０ページの国際交流事業につきまして、

お尋ねをいたします。

　この中で日本語教室を今回開催し、在

住外国人を支援するというふうにありま

すけれども、この中身についてお聞かせ

をいただきたいと思います。開催計画、

場所とか、開催回数とか、また、講師の

方等について。あるいは、外国人の方へ

の周知をどのようにして教室に来ていた

だくかということ等について、お聞かせ

をいただきたいと思います。

　続きまして、４０ページですけれども、

ひとり暮らし高齢者等実態把握事業に関

連して、お聞かせをいただきたいと思い

ます。

　先ほどご答弁が弘委員の方にありまし

たけれども、これとあわせて、この認知

症の聞き取り調査、あるいはひとり暮ら

しの高齢者の方の訪問調査を行っていく

ということでありましたけれども、この

中で社会福祉士の資格を持った方を雇用

していく予定だというふうに、ご答弁が

あったと思いますけれども、雇用の人数、

これについてどれぐらいの方を採用され

る予定になっているのか、この臨時職員

の賃金計上の予算ですと、どれぐらいに

なるかは、大体おおよそ検討はつくんで

すけれども、状況によって違うと思いま

すので、ちょっと明確にお聞かせをいた

だきたいと思います。

　あと、このひとり暮らしの高齢者等の

方々に対しては、ある程度の施策を、今

現状で講じられていると思うんですけれ

ども、もう一方の認知症の高齢者と、そ

の家族の方に対しての施策、ケア等々に

つきましての施策が、まだ実際的には動

いていないことの方が、ウエートが大き

いんじゃないかなというふうに思います。

認知症講座をこのところ開設をされてい

ますけれども、本市におきましては、こ

の認知症講座の開設と、認知症の講座を

受講された方がサポーターの資格を取得

して、地域の中でしっかりと貢献をして

いくというふうな形の推進をしていって

はどうなのかなというふうに考えており

ますけれども、これらについてのお考え

について、お聞かせをいただきたいと思

います。

　あと、４４ページですけれども、介護

予防・ふれあい事業につきまして、お尋

ねをいたします。

　高齢者の介護予防や、閉じこもりの防

止に努めるというふうに書かれておりま

すけれども、このふれあい入浴、街かど

デイハウスなどの成果ですね、どれぐら

いの方が参加されていて、また、その状

況がこんなふうに変わっていってるとか、

よくなったとか。また、今まで外出され

ておられなかった方が、外出を喜んでさ

れるようになって、参加をされていらっ
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しゃるとかというような、その成果につ

いて、お聞かせをいただきたいと思いま

す。

　また、今年度の取り組みの目標ですね。

今回はこういったことを踏まえて、こと

しはこういうふうにしていきたいという

ようなお考えがありましたら、お聞かせ

をいただきたいと思います。

　５０ページですけれども、民間保育所

入所承諾事業につきまして、お聞かせを

いただきたいと思います。

　この意図としましては、民間保育所に

おける児童のサービス向上を図っていく

というふうに書いてありましたけれども、

どのようなサービスの向上を目指してお

られるのか、お聞かせをいただきたいと

思います。

　続きまして、５２ページですけれども、

地域子育て支援補助事業ですね。子育て

中の若いお母さんが、お母さんと子ども

さんともどもに、ほっとするとして大変

好評のこのつどいの広場事業の拡充を推

進をしていただいている現状でございま

すけれども、事業の意図として、保護者

の育児不安の解消を図るというふうにあ

りますけれども、これらについて現場に

私も訪問させていただいたときなんか、

本当に温かいやすらぎの雰囲気があって、

一緒にそこに座っているだけでいやされ

るなというような、非常にすばらしい運

営がなされている広場事業もあります。

　これはそこの広場事業については、た

またま行った日が大変すばらしかったの

かもわかりませんし、いつもそうなのか

もわかりませんが、全般的には大変そう

いうところに行けるということが安心も

できるしということで、若いお母さん方

から好評もいただいているんですけれど

も、そういうふうに私の方も聞いており

ますけれども、この実態調査というのは、

なされたことがあるのでしょうか。

　例えば利用者数ですとか、運営状況な

んかについて、どのような形で運営がな

されているのか等々について、掌握をさ

れておられるのかどうか。また、その成

果についてのエピソードなどの報告なん

かを、集約をされていることがあるのか

どうか、現状をお聞かせいただきたいと

思います。

　また、あわせて今後のつどいの広場事

業、先般も代表質問で公明党の方でお聞

かせをいただきましたけれども、これの

中身を詳しく、そのときもお話をいただ

いているんですけれども、今後の方向性

について、数がたくさんになってくると、

どうしても個々の特色が強く出過ぎると

いう傾向もあると思います。それはそれ

でよいのかもしれないんですけれども、

行政としてどのような方向性を持って、

このつどいの広場事業の拡大を進めていっ

ていただくのか、お聞かせをいただきた

いと思います。

　次、５６ページの母子家庭の自立支援

給付金事業でございますけれども、これ

は安定した資格取得のための、就業環境

を提供するための給付金支給ということ

でございます。

　具体的なことについては先ほど触れて

おられましたけれども、実際問題、いわ

ゆる手に職をつけるというような資格取

得をすることは非常に望ましいことなん

ですけれども、これをしたいけれども、

母子家庭の場合なんかですと、特に修得

する時間がない。仕事と家族の子どもさ

んの世話等々ですね、そういったことに

対して対応施策を。とにかく、その間の

生活がやっていけないんだと。勉強しに

行ったり、資格を取りに行ってる間に働

かないといけない部分を、時間を削ると

か、休むとかということに対して、やは
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り現状は非常にパート等々で入られてお

られる方が多いので、そういった方に対

する雇用環境というのは厳しいわけです

ね。そういった中で、どのような形でもっ

て、いいことはぽんと目の前にあっても、

それに対して取り組むことができないと、

現実生活。こういった面で本当に取り組

むことができるような対応施策というの

は、検討していただきたいんですけれど

も、そういったことが実際的に検討して

いただいているのかどうか、お聞かせを

いただきたいと思います。

　あと、５８ページ、生活保護事業につ

きまして、これに関連してお尋ねをした

いと思うんですけれども、生活保護法に

基づいて生活保障がされているわけです

けれども、この生活保障の段階では、お

家賃が実費で支給をされておりますけれ

ども、それにもかかわらず、中には滞納

によって住むことができなくなって、住

宅の貸し主から退去を命じられるケース

なんかを耳にすることがあります。こう

いった事例に対して、家賃納付について

の指導は生活支援課の方でどのようにな

されているのか、お聞かせをいただきた

いと思います。

　あと、６０ページですけれども、保健

センター運営事業の中で、これに関連し

まして、特定健診、がん検診、また、機

能訓練事業や介護予防事業の充実という

ことで、先ほども触れておられてました

けれども、この中身をもう少し詳しくお

聞かせをいただきたいと思うんです。開

催場所を、これをコミプラに移転してと

いうことで、機械も入れてということで、

お話を先ほどされていたと思うんですけ

れども、開催場所というのは、そこでや

ることも目立って、ああ、こういうこと

ができるんだなということもあるんです

けれども、摂津市はいかんせん、非常に

公共交通機関の利便性が悪いという難点

をいまだ抱えたままでおりますので、そ

の辺で、そこへ出向いて行くのに大変苦

労する。あるいは身体的機能の状況等に

よって遠くまで行けないと、せっかくい

いことをやっていてもそこまで行けない

と。こういった方々に対する対応もあわ

せて考えていただいて、介護予防事業の

充実ということを図っていただきたいと

思いますけれども、これらについてのお

考えをお聞かせをいただきたいと思いま

す。

　６４ページの新型インフルエンザ対策

事業なんですけれども、強毒型の新型イ

ンフルエンザ発生時の拠点型発熱外来の

開設をするということで、休日診療所横

の駐輪場等にテントを設けるということ

ですけれども、これは事前準備を、現段

階では予算書では行うというふうに書い

ておられるんですけれども、この対策会

議について体制はどのようになっている

のかなどについて、その詳細をお聞かせ

をいただきたいと思います。

　また、医師等の配置とか看護師さんの

配置とか、その他いろんな関係者の配置、

また、関係される方々との連携などにつ

いて、対策会議を設けてということになっ

ておりますけれども、行政としてはどの

ように方向性を考えておられるのか、お

聞かせをいただきたいと思います。

　あと、７０ページ、リサイクルプラザ

の運営事業についてですけれども、これ

ペットボトルキャップの資源化への取り

組みについてということで、今回予算が

載っております。計画とか設備等につい

て、中身をお聞かせをいただきたいと思

います。

　また、太陽光パネル等を設置し、電気

代の節約を図るとありますけれども、こ

のパネルの設置というのは、非常に今い
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ろんなエコ対策もされておりますけれど

も、費用対効果の見込みについてどのよ

うに考えておられるのか、お聞かせをい

ただきたいと思います。

　７８ページの商品券の発行事業です。

セッピィ商品券として、昨年１回の発行

ですっかり有名になりました。この摂津

市の２０％のプレミアムがついている商

品券、大好評で発売を昨年終えて、また

商店街に活性化を本当に取り戻したと。

商店の方が笑顔で、もうどの方も本当に

うれしそうな顔で喜んでいただいており

ました。

　また市民の方々も、やはりうれしかっ

たわと。たくさん並んでおられて、買え

てよかったということもあれば、これが

買いに行っても、もう売り切れてしまっ

てたという方もいらっしゃったんですけ

れども、例えば、この商品券の販売場所

等についてのお考えを、お聞かせをいた

だきたいんですけれども。正雀の３丁目、

４丁目あたりですと、摂津郵便局本局に

も遠いんですね。橋を越えないといけま

せんし、こっちの正雀の駅の近くなもん

ですから、そこの郵便局とも距離があっ

て、ＪＡの北大阪のこっち側の支店にも

距離があるということで、なかなかその

方は障害を持っておられた方なんですけ

れども、もう本当に大変な思いで買えな

かったということで、非常に残念がって

おられたわけですね。

　また、鳥飼方面なんかでも、バスに乗っ

て行かないといけないという地域もあっ

たりとかしまして、どうしても販売場所

についての要望のお声が多かったという

こともしっかりと代表質問等でお伝えを

してると思うんですけれども、これらに

ついて販売場所の検討ですね、これをど

のように。詳細はこれからですというこ

とで、代表質問でご答弁はいただいてい

るんですけれども、購入場所に関する考

え方をお聞かせをいただければというふ

うに思います。

　あと、同じく７８ページの通行量及び

購買実態調査事業ということでございま

すけれども、これ費用が７５万円という

ふうに計上されています。この調査事業

は、たしか３年に１回だったと思うんで

すけれども、予算額が前回の３分の１以

下となっているのではないかと思います

けれども、これに対してはどのようになっ

ているのか、教えていただきたいと思い

ます。前回と今回、予算がこのとおりで

したら、なぜこのように大きく幅がある

のか。その理由についても、お聞かせを

いただきたいと思います。また、この購

買実態調査事業については、どういう形

でされるのか、中身について、お聞かせ

をいただきたいと思います。

　あと、８０ページですけれども、地域

就労支援事業、この資格技術取得に対し

て予算の増額はせずに、今回は講座内容

を充実させるというふうに計画をされて

おりましたけれども、この中身について、

お聞かせをいただきたいと思います。

　また、その地域就労支援につきまして

は、基本的には就労にかかわる代表的な

機関としましては、茨木にハローワーク

があります。きめ細やかな地域事業所の

連携として、自治体の役割も現在求めら

れているところかというふうに感じてお

りますけれども、この自治体の役割が、

今本当に市民の皆さんから仕事がないと

いうことで、強く何とか動いてくれない

かなという要望の声が上がっているとこ

ろですけれども。

　例えば近隣市の吹田市では、「ＪＯＢ

カフェすいた」が開設をされたというこ

とですね。また、開設されただけじゃな

くて、地域就労支援事業に取り組む姿勢
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として、ハローワークがどうしても掌握

できない中小企業、事業所なんかにつき

ましては、市の幹部がしっかりと回って

行って、求人情報なんかを取ってくると。

しっかりとして、独自で求人情報を掌握

して、展開しているというような話を耳

にしております。

　就労というのは、やっぱり広域的なも

のでありますけれども、しっかりと、で

きるだけ摂津市の中で、また、近隣で雇

用が確保できれば市民の皆さんもやはり

通勤時間の苦労がないし、摂津市の中で

もいろいろありがたいことがあると思う

んですけれども、本市では現在、隣にポ

リテクセンター関西という大きな団体が

あります。こういった就労に向けて、大

きな関係機関があるのにもかかわらず、

前回ちょっと就職支援活動みたいなこと

をされましたけれども、今後ポリテクセ

ンターと本市と連係して、何らかの形で

事業を企画することができないのかどう

か、この辺についてお考えをお聞かせい

ただきたいと思います。

　また、以前にも一般質問で、私の方で

摂津市にもＪＯＢカフェの設置とか、ロー

カフェの設置をということで、要望をし

たこともありましたけれども、設置はも

うそのときは、摂津の場合はどうしても

困難であるというようなお返事もいただ

いておりましたけれども、実際問題、そ

れだったらしっかりとポリテクセンター

関西と連携をとっていくというような方

向で、考えていっていただいたらどうか

なというふうにも思いますし、今回、ま

た南千里丘のまちづくり、皆が本当に期

待を込めて、まち開きを待ちわびている

わけですけれども、そういった状況の中

でも、やはりどこか一角にでも設置をす

ることができないものかなと。これらも

含めて、考えについてお聞かせいただき

たいと思います。

　あと、議案第１０号に関しまして１点

だけ、補正の方でお話をいただきたいと

思うんです。

　１４ページ、１５ページの民生費負担

金の中の社会福祉費の負担金で、包括支

援センターの負担金ということで、これ

の減額について先ほどご説明をいただき

ましたけれども、ケアプラン作成の対象

減という補足説明をいただいていますが、

要支援の対象者の減によるという点につ

いて、もう少し詳しく中身を聞かせてい

ただきたいと思っております。人数とか、

介護度が上がったために減ったのか、ま

た、予防効果が上がって介護度が下がっ

てとか、そういう形での減少なのかどう

か、その辺についても詳しくお聞かせを

いただきたいと思います。

○森西正委員長　杉本次長。

○杉本生活環境部次長　日本語教室の件

について、お答えをいたします。

　日本語教室でございますけども、在住

外国人の方を対象にということで、今ま

では国際交流協会が全くの善意というか、

ボランティアとしてやっていただいてお

りました。ただ、これも１００回以上、

地域でやっていただいておるんですけど

も、非常にご負担もあり、組織としても

非常にしんどいということもあり、また、

市として国際交流にかかわる、どういう

ことが市の役割なのかということで、一

度国際交流協会ともお話をさせていただ

いた経緯がございます。

　この中で市民に対する英会話教室であ

るとか、中国語教室とか、こういったも

のについては教養になる部分ですし、国

際交流協会にお願いするとしても、最近、

市内在住の外国人の方が日本語がわから

ないために、例えばごみの出し方である

とか、こういったものがわからないこと
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によって、地域で非常にそういう摩擦を

起こしてしまうと。何も悪気でしてない

んですけども、そういうことがあるとい

うことで、これはやはり市の方で担うべ

きではないかということで、今回は国際

交流協会への委託を前提として、予算を

計上させていただいたという経緯でござ

います。

　内容でございますけども、今の国際交

流協会で行われておりますのが、ウイズ

せっつ、味生公民館、市立第５集会所の

３か所で、３か所を合わせまして年間約

１４５回の開催となっております。これ

を引き続き継続をしていただく。講師に

つきましては、主にボランティアという

ことになっておりますが、これについて

も教室の開催だけではなしに、今度は講

師を養成しないと、とても継続性がなく

なるんではないか。これもまたお願いを

しようということで、そういった経費。

また、そういう今の３か所を借りるため

の経費、こういったものを含んだ金額で

の計上ということにさせていただいてお

ります。

　周知でございますけども、なかなか外

国人の方に周知するというのは難しゅう

ございますけども、今まで培ってきた、

そういう横のつながり等がございますの

で、そういったものを活用させていただ

く。もちろん、広報等でも募集をかける

つもりはしております。

　それと、あと今すぐということは無理

なんですけども、やはり鳥飼地区での体

制ができてないと、以前に議会でもご指

摘をいただいてる部分がございますし、

今後、こういうボランティア講師等の養

成を図った上で、将来的にはもう１か所、

鳥飼地域に事業所が多うございますので、

こういったところで働かれる外国人の方

に対する、そういう教室等についてもし

ていきたいと思っております。

　余談ではありますが、今受けられてる

方なども非常に意欲的でございまして、

日本語検定の２級、３級を目指されるよ

うな方もおられますので、こういった外

国人の方にも、摂津市の市民としてご活

躍いただけるように努力してまいりたい

と考えております。

○森西正委員長　登阪次長。

○登阪保健福祉部次長　それでは、地域

福祉課にかかりますご質問に対して、ご

答弁を申し上げます。

　まず、４０ページのひとり暮らし高齢

者等把握事業についてでございますが、

調査員につきましては、４名の方の雇用

を考えております。具体的には、調査を

していただく方お二人につきまして４か

月間、計１６０日。それから、調査の案

内や調査、調査の後の集計、まとめ、こ

ういったものに従事していただく方をお

二人、一応７か月間ということで計２８

０日、合わせまして４４０日で予算計上

させていただいております。

　続きまして、認知症のサポーター養成

講座の件でございますけれども、先ほど

もご答弁を申し上げましたように、２０

年度末で、既に５００人を超えるサポー

ターの方がいらっしゃいますので、この

方たちがそれぞれの形で、地域でいろん

な形で活動していただいておりますけれ

ども、特に活動の場といたしましては、

一つは、特別養護老人ホームやグループ

ホームでのボランティア活動が挙げられ

ると思います。

　それから、２１年度の新しい取り組み

といたしまして、市の方で現在、回想法

の取り組みを進めております。これは昔

の時代のお話や、昔の時代の生活用品と

かをテーマとかにしまして、いろいろ昔

話をする中で、認知症の方にとっては、
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結構有効な一つの支援というふうに伺っ

ておりまして、現在、千里丘にあります

ユートピアン摂津千里丘というグループ

ホームで、そこの入居者の方と近辺の在

宅の認知症の方が、今そういった取り組

みを進めているところでございます。こ

れにはまた介護者家族の会等のご協力も

いただいております。

　今後もこの取り組みを踏まえまして、

できましたら各施設等と連携もとりなが

ら、地域とかで取り組みを進めてまいり

たいというふうに考えております。

　こうした取り組みを含めまして、地域

でサポーターの方が、具体的にどういっ

た形でこれから認知症の方や、その家族

を支援していくか、市としても今度の調

査を踏まえて、考えてまいりたいという

ふうに考えております。

　それから、街かどデイハウスでござい

ますけれども、街かどデイハウスにつき

ましては、２１年度からこれまで週３回

ありました事業を週４回に拡大をさせて

いただいております。それによりまして

利用人数につきましても、昨年度が年間

を通しまして１，５１３名であったとこ

ろを、今年度は既に２月末現在で１，８

４２人ということで、利用人数がふえて

おります。

　また、２０年度に府の補助金制度の見

直しがございまして、この街かどデイハ

ウスにつきましても、２１年度から補助

金の減額が行われております。これに伴

いまして市の方といたしましては、引き

続き街かどデイハウス事業を実施してい

ただくということで、介護保険特別会計

の介護予防の普及啓発委託料によりまし

て、介護予防の事業を具体的に進めてい

ただくということで、上乗せをさせてい

ただいております。具体的には、筋力ト

レーニングや口腔衛生、それから栄養と

いった取り組みを年間３か月でそれぞれ

４回ずつ、１２回程度をもっていただい

て、そういった取り組みを進めていると

ころでございます。

　２２年度につきましても、こうした開

催日数の増というような事態を踏まえま

して、予算的にも増額の予算を計上させ

ていただいておりますし、今後もこうし

た取り組みが強化されるように、引き続

き支援してまいりたいというふうに考え

ております。

○森西正委員長　稲村参事。

○稲村保健福祉部参事　こども育成課に

かかわります３点につきまして、ご答弁

申し上げます。

　民間保育所入所承諾事業につきまして、

民間保育所のどのようなサービス向上を

していくのかというお問いでございます

が、まずは基本的に保育所でお子さんを

保育するという基本的な保育サービスに

ついてでございますけれども、これにつ

きましては例えば補助金の中で、嘱託医

手当の加算ですとか、損害賠償責任保険

の補助ですとか、あるいは経常経費の補

助ですとか、そういうようなことを行っ

ているということ。また、運営費の負担

金につきましては、国で決められた単価

ということでございますけれども、負担

を行っているということを通して、サー

ビスの向上を図っていくということにし

ております。

　今回につきましては、保育所定員の拡

大ということで、定員の増と、また認可

保育所の増ということを行っております

ので、これによりまして待機児童の解消

に向かっていくというところで、サービ

スの拡大ということも考えております。

　２点目に、多様な保育サービスの向上

というような点でございますけれども、

就労と子育ての両立支援という点におき
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ましては、まず、ここで延長保育の促進

ということで延長保育の拡大、あるいは

延長保育への補助、それから病後児保育

や休日保育への補助ということを行って

おります。

　それから、在宅の家庭へのサービスと

いたしまして一時預かり、また、地域の

子育て支援というところでの補助を行っ

ております。

　それから、障害児保育の補助というこ

とで行っておりまして、そういうような

多様な保育サービスの向上というところ

で、民間保育所入所承諾事業ということ

になっております。

　２点目のつどいの広場の拡充というお

問いでございますけれども、実態調査に

ついて、あるいは運営方法の把握、成果、

エピソード等について、どのような形で

把握しているのかということでございま

すが、これにつきましては平成２１年度

から、委託料を毎月お支払いするという

形をとっておりまして、すべてのひろば

事業をしているところから、毎月、実施

報告をいただいております。その中に、

ひろばに参加されている人数、スタッフ

の人数、ボランティアの人数、それから

実際に実施している内容について記載を

していただいております。

　また、運営方法につきましては、全般

的なものということで、年間計画と年間

報告をいただいております。これにつき

ましては、この制度を導入しましたとき

から行っております。

　また、成果やエピソードについてでご

ざいますが、ここら辺につきましては、

年間の報告の中に一部挙がっているとい

うことと、それから交流会や研修会を行っ

ておりまして、その中でいろいろな担当

者からの声を聞いてはおります。

　あと、今後の方向性ということなんで

すけれども、ご指摘のとおりひろばの数

がふえてきましたら、もちろんそれぞれ

の地域、また施設の特色を生かして事業

をやっていただくというのは当然なんで

すが、どこの地域においても同じ質の支

援というのは、一定程度求められるとい

うところですので、そこに対して行政と

してどうしていくのかということは、大

変大事なことだと思っております。

　今までこの交流会や研修会につきまし

ては、定期的には実施をいたしておりま

せんでしたけれども、来年度からは定期

的に実施をするということで、先日の交

流会で私も参加させていただいて決めま

して、各広場、センターも合わせて、各

所を順番に回って、そこの担当者の人が、

その時々の交流会を担当していくという

ような方式をとることといたしました。

そうすることによって、交流だけではわ

からない、見て初めてわかるようなとこ

ですとか、先ほどおっしゃられたその広

場、広場が持つ雰囲気ですとか、そうい

うものに実際に接しながら、また、ご自

分のところでいいものを取り入れていた

だくような形にしていきたいというふう

に思っております。

　子育てを通して親同士の横のつながり、

そしてまた縦といいますか年代を超えた

つながりというのが、この広場やセンター

で行われていくというのが、一番大きな

ことだと思っておりますし、初めは親と

していろんなことに困りながら、どうし

ていいかわからないっていうふうにして

こられた方でも、今度は次のお母さんた

ちを支援していくという立場に回られる

ということで、子育ては順繰り順繰りと

いいますか、次へ次へと回っていくとい

うことを、この広場を通して、やっていっ

ていただきたいというふうに考えており

ます。
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　それから、３点目の母子家庭自立支援

給付金についてでございますが、これは

国事業を市としてやっているというもの

なんですけれども、ご指摘のとおり今困っ

てるという方については、非常に難しい

ところがございます。

　この１４万１，０００円の費用と、そ

れから児童扶養手当と合わせてというこ

とになりますけれども、ほかにもちろん

学費も要るわけですし、そこに必要な経

費というものも出てきますので、一定程

度のゆとりがないと使えないものという

ふうには考えております。

　ただ、窓口で対応させていただいてお

りましても、昨年の６月からこうして全

期間支給になりましたので、そこは非常

に大きいと思います。それまで３年間の

修業期間でしたら１年半を経過しないと、

そこへ来れなかった。自分ですべてを頑

張ってされてきたのが、今は４月に入学

されたら、４月分から支給されるという

ことで、その点では大きく昨年の制度拡

充によって、補助が受けられるようになっ

た方はいらっしゃるというふうには思い

ます。また、こういう制度ができたとい

うことで、新しく学校に行くということ

を決められた方もいらっしゃいます。

　ただ、先ほどご質問の、どうしてもそ

ういう学校に行っている余裕がないとい

う方が、こういう制度を利用するための

次の手だてですね、その方策につきまし

ては、正直に言いまして私たちも実際に

母子家庭の方に対応するときに、そこが

問題だということは理解はしてるんです

けれども、じゃあどういう方策があるの

か、そこにつきましてはちょっと今のと

ころ難しいというのが現状でございます。

○森西正委員長　東澗課長。

○東澗生活支援課長　生活保護の住宅扶

助給付につきまして、被保護者の家賃納

付についてのご質問にお答えします。

　生活保護受給者の中には、金銭管理が

うまくいかない方も見受けられます。そ

のような方につきましては、家賃の納付

状況についてケースワーカーの家庭訪問

時等に、領収書の確認などにより把握し

ています。しかし、それでも滞納される

ような状況がある場合は、家庭訪問の回

数をふやすなりし、毎月機会があるごと

に、根気よく被保護者に家賃納付の話を

して、滞納で転居命令等が出ないように

努めています。

○森西正委員長　早川課長。

○早川環境業務課長　リサイクルプラザ

整備事業、太陽光パネル設置についてお

答えさせていただきます。

　先ほどもお答えしましたように、グリー

ンニューディール基金によりまして太陽

光パネルを設置します。費用としまして

は１，９９５万円の予定で作成します。

　設置面積ですが、地上約２００平方メー

トル程度のものを予定してまして、年間

発電量としましては２万キロワット、費

用対効果としましては、２１年度の電気

料金からしますと、約１３．１％の減と

なる予定ということで計算しております。

○森西正委員長　阪口参事。

○阪口保健福祉部参事　それでは、私ど

もの方から健康推進課にかかわります３

点のご質問に対して、ご答弁を申し上げ

ます。

　１点目でございます。歳入、予算書３

５ページにございます飼い犬登録手数料

と注射済票交付手数料でございます。

　飼い犬登録の実態と、その促進策とい

いますか、啓発ということになろうかと

思うんですけれども、まず、飼い犬登録

の実態でございますけれども、ここ３年

に限りますと登録頭数は１９年度が３，

２５５頭、２０年度が３，４３９頭、そ
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れと今年度は１月現在で３，４２１頭と

いうことで、微増ということで推移して

おります。

　これに対して予防注射の頭数でござい

ますけれども、１９年度が２，１５８頭、

２０年度が２，１４３頭、そして２１年

度は、これまでに２，２５１頭打ってい

ただきました。

　狂犬病につきましては、蔓延を防止す

るためには７０％が必要だというふうに

言われておりますので、何としてもこの

７０％を達成したいということで、獣医

師とも連携しながら取り組んでおるわけ

でございますけれども、残念ながら過去

２年間、６６％、６２％ということで低

迷してまして、そこで今年度については

未受診者に対して、接種の催促をするは

がきを出しました。２１年度は３，４２

１頭中２，２５１頭ということで、およ

そ６６％の注射率になっております。こ

れを前年度と比較しましたら６２．３％

でしたので、およそ４％上昇したという

ふうな結果もありまして、先だって獣医

師会との会議をした折にも、受診促進の

効果があったという獣医師の先生方もお

られましたので、そういうことで一応飼

い犬登録と注射の促進については、獣医

師会と連携しながら取り組んでいるとい

う状況でございます。

　それと予算概要の６０ページ、保健セ

ンターでの機能訓練をどう展開するかと

いうふうなことでございますけれども、

過日の本会議でもご答弁を申し上げまし

たように、平成１８年度の医療制度の改

革によりまして、リハビリ日数が疾病に

よりまして最大１８０日までの日数制限

がかかっております。これを過ぎますと

機能訓練をするリハビリの場所がないと

いう状況で、円滑に介護保険につなぐと

いうところが、まだまだ不足しておりま

す。まず、保健センターへの移転を契機

といたしまして、我々としてはこの部分

について取り組んでいきたいというよう

に考えております。

　この事業は新たな事業というよりも、

もともと機能訓練事業として保健センター

に委託して実施をしておりました。これ

の拡大というふうに我々としては考えて

いるんですけれども、今回導入させてい

ただくというお願いをさせていただいて

おりますリハビリ機器の導入によりまし

て、例えばつり上げ式の歩行器、あるい

はひざの屈伸、そういったものを機械の

力を借りて緩やかにしていくというふう

な機能訓練のリハビリ機器を導入して，

これに保健センターの運動指導士、作業

療法士が担任をして、やっていくという

ふうなことを考えております。

　保健センターが、特に安威川以南から

の交通の便ということになりますと、そ

ういう機能訓練の必要な方というのは、

非常にバスに乗ったりというのがやりに

くいということで、足の確保が非常に問

題ということでございます。

　これにつきましては、現行の機能訓練

でリフトバスを３台保健センターの方で

保有をしております。これの有効活用に

つきまして、現状よりもさらなる有効活

用について、保健センターと協議を進め

ていきたいというふうに考えております。

　３点目の６４ページ、新型インフルエ

ンザ対策での体制でございます。

　新型インフルエンザにかかります医療

体制を整備するために、来年度予算で、

この新型インフルエンザ対策の委員さん

方の報酬を組ませていただいております。

　その構成ですが、我々行政、行政には

茨木保健所の所長も加わっていただいて

おります。それと摂津市医師会、薬剤師

会、看護師会等々の医療関係団体からな
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りまして、医療体制を構築するために協

議すると。実は、これ昨年の５月に茨木

で発生して、急遽立ち上がった組織でご

ざいます。体制としては、昨年５月に開

設した発熱外来、これがもとになるのか

なと考えております。

　現在、私どもが考えておりますのは、

休日応急診療所が、隣の保健センターが

コミプラに移りましたら、そちらの方に

移転します。それで休日応急診療所の部

分が更地になります。その部分が文化ホー

ルへのエントランスとして、かなり広い

更地が確保されます。そこで昨年買わせ

ていただきました医療用の陰圧テント２

張、これを設置をいたしまして、去年は

発熱外来というふうに呼んでいたんです

けれども、新型インフルエンザ外来をそ

ちらの方で設置をさせていただくという

ようなことを考えております。

　これにマンパワーとして医師会、薬剤

師会、それと看護師会から出向をお願い

をして、医療体制を整えるというふうな

ことで考えております。

　具体的な開設の時間帯、それから出向

のスタッフにつきましては、来年度、昨

年の反省点、課題を整理して、十分な体

制がとれるよう対策を講じてまいりたい

と思っております。

○森西正委員長　川口参事。

○川口地域福祉課参事　要支援のケアプ

ラン作成数の減少についての理由は、ど

のようなものが考えられるかということ

ですけれども、それについてはもともと

延べ６，５８０件分、１か月当たりにし

ますと約５４８件分、２，８３７万７，

０００円ということで予算計上しており

ましたが、１２月末までの実績を踏まえ、

見込みを６，１００件、１か月当たり５

０８件と修正をいたしましたので、その

分１１３万円の減額補正をいたしました。

　この数の減少について考えられること

としましては、当初、要支援認定者数は、

やはり高齢者の増加とともにふえると見

込んでおりましたけれども、結果的には

要支援認定者の数は、平成２０年度とほ

ぼ同数で推移しています。要介護認定の

認定者数全体で見ましても、ほぼ微増と

いうことのようですので、要支援につい

ても、同じような傾向と言えるかと思い

ます。

　また、このケアプランの作成数につい

ては、住宅改修とか福祉用具の購入とい

うことで、１回限りのサービスで終わら

れた方については計上されないような仕

組みになっておりますので、そのあたり

の数が十分反映できていないのと。あと、

そういう方は、ある程度そのようなサー

ビス利用で在宅生活が可能ということで、

更新を受けられないということで、数と

しては１回限りの更新で終わられている

ということが考えられるかと思います。

　また、地域において介護予防のいろん

な活動、自主グループの活動がすごく最

近進んでおりますので、要介護認定を受

けて要介護のサービスを利用されるとい

うこと以外に、やはりそういう地域での

活動の成果ですとか、いろんなグループ

への参加によって、介護保険のデイサー

ビス等を利用されなくてもお済みの方も

いらっしゃれば、地域のライフサポーター

さん、見守りのヘルパーさんの活動やコ

ミュニティ・ソーシャル・ワーカーの地

域での相談活動などで、認定を受けなく

ても安心感とか、そのようなものが得ら

れることで、日常の生活が何とか在宅で

も可能ということで、介護認定の申請と

いうことに至ってないということも、介

護予防の効果というあたりで、反映され

ているのかなと考えております。

○森西正委員長　鈴木課長。
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○鈴木産業振興課長　それでは、３点の

質問にご答弁申し上げます。

　まず、セッピィ商品券の販売場所の増

設について、ご答弁を申し上げます。

　市内１２か所で販売いたしましたが、

２回目の実施に当たりましては、最寄り

の販売所の距離なども検討の材料として

調査してまいります。

　続きまして、通行量調査などにつきま

して、ご答弁申し上げます。

　３年ごとに商業集積地の人の流れの調

査を行っております調査につきまして、

２２年度の調査はアンケート方式による

来街者の調査と、購買実態調査をあわせ

まして実施させていただきます。調査の

内容と予算を絞り込みましたのは、まず、

調査につきましては、セッピィ商品券の

利用先データなどの活用で、消費者のニー

ズを把握していくこともでき内容を絞り

込みしました。

　また、近年はコンサル会社に依頼をし

ておりましたが、総合的に検討した結果、

地域の雇用創出、高齢者の就労という地

域就労支援の観点に立ちまして、今回は

シルバー人材センターの人材をお借りし

まして、シルバーの委託事業として実施

したいと考えております。

　２調査の内容につきましては、市内指

定の地点２３か所による、３８方向によ

る通行量のカウントの調査。また、指定

２３か所でのアンケートを現地で聞き取

りまして、その場で調査をしていただく

という調査を実施したいと思っておりま

す。予算につきましては、通行量のカウ

ント調査が４０万８，５３４円、アンケー

トの聞き取り調査を３３万９，００３円

という形で委託を検討しております。

　また集計できました折には、もちろん

広報紙、ホームページにも掲載いたしま

すが、（仮称）商業の活性化条例の第７

条に基づきまして、商店会などへも周知

し、データの有効活用を図ってまいりた

いと思っております。

　次に、地域就労支援におきますポリテ

クセンター関西との取り組みや、ＪＯＢ

カフェすいたの取り組みについて、そう

いう事業ができないかということについ

て、ご答弁を申し上げます。

　本市の地域就労支援事業としましては、

３市１町の就職フェア、障害者就職フェ

ア、能力開発講座をメインに開催してお

ります。

　ポリテクセンター関西とは、就職フェ

アの会場等のご提供をいただき、また、

同時に人材育成という観点からポリテク

センターの形成支援の相談、及び技術研

修の紹介をしていただいております。

　本市では、企業からのポリテクセンター

における従業員の研修につきましては、

一定の補助金を支援する体制をとってお

ります。

　また、ＪＯＢカフェすいたのような窓

口を摂津市にというご意見ですが、まず、

就労支援のあっせんにつきましては、ハ

ローワークが基本的に行うという形で、

ＪＯＢカフェ等ではハローワークの求人

を使って就労のあっせん業務はできませ

ん。ですから紹介とか、支援とか、助言

にとどまってしまうのが現状でありまし

て、本市の規模からすると、ＪＯＢカフェ

すいたのような専門的な支援の機関とし

ては、非常に経費もかかり持ちにくいと

いう状況でありまして、これにつきまし

ては、今後の課題ということで、検討し

てまいりたいと思っております。

○森西正委員長　本保委員。

○本保加津枝委員　まず、歳入の方の飼

い犬の登録の件に関しては、やはり原課

においしてはしっかりと掌握をしていた

だいている状況をお聞かせいただいて安
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心もいたしましたけれども、やはりいか

んせん、まだ７０％の目標と。本来でし

たら１００％なされてないといけない狂

犬病、特に、その予防注射につきまして

は、やはり人間にも直接害のある病気で

すので、こういったことに対して、やは

り今上昇はしているけれども、さらにと

いうことで、強く予防接種に対して飼い

主さんに勧奨をしていただく施策を、何

らかの形でまた協力体制のもと講じてい

ただければなというふうに思います。

　また現在、高齢化しておりまして、登

録されてなければ、まず予防接種も実施

できないんですけれども、本当に未登録

のまま愛犬として飼われて、飼われ続け

て高齢者の方が、不幸にも飼われている

ペットの方が残ってしまって、その飼い

主をペットの方が失うというふうな状況

になったりとか、住宅事情によって簡単

に飼って、簡単に捨てるというような場

合もあります。こういったことに対して

行政として、やはり野良犬化するまでに

速やかに対応できることが望ましいわけ

でありますから、そういった方向に、しっ

かりと何か施策が打てないのか。やっぱ

り随分悩んで対応していただいてると思

うんですけれども、いろんな形で被害が

出ないように。

　また、こういった独居世帯の方も、特

にそのペットがいることで、かなりいや

されているという部分があるんですけれ

ども、例えばひとり暮らしの方、先ほど

も話に出ておりました高齢者の方、また、

認知症のやはり予防施策が必要な方等々

について、そういった聞き取り調査もさ

れるときにペットがいるのか、いないの

かということ等も、あわせてひとつそう

いう確認をしていただけるようにすれば、

二重に経費を使ってとか、また、余分な

お世話を行政関係の方々が時間を使って

ということがないような形で、スムーズ

にある程度の掌握はできるのではないか

なというふうに思います。

　特に高齢者の場合ですと未登録のまま

とか、昔の感覚でしたら、そんなにきちっ

と登録をしてという意識が薄い方もいらっ

しゃいますので、こういったことについ

て、しっかりと狂犬病の予防接種してく

ださいということを進めていただけるよ

うに、頑張っていただきたいというふう

に思います。

　それから、国際交流事業の方ですけれ

ども、鳥飼地区の方で本当に開催の予定

を設けていただくということで、既に察

知して計画をしていただいていることは、

大変ありがたいことだと思いますけれど

も、現状、摂津市における英会話等々に

ついてはという話もあったんですけれど

も、このところでボランティアで国際交

流協会の方に委託してということなんで

すけれども、どこの国の方について、日

本語教室を開催されるのかという対象の

方をお聞かせをいただきたいと思います。

　また、口コミで周知するということに

対しまして、そんなにたくさんの人数は

集められないのかなと思いますし、そん

なたくさんの多様な外国の方が、摂津市

に在住しているのかどうか、私の方はちょっ

と理解していませんので、その辺もちょっ

と教えていただけたらなというふうに思

います。口コミで周知するということに

対する限界というのがあると思うんです

けれども、お友達からお友達とか、たま

たまとか、そういった形で、その後、実

際的には生活習慣なんかについても先ほ

どお話がありましたように、理解をして

いただくということも一つの目的である

と。その辺が多分、口コミでお友達とか

がいらっしゃる方は連携がとれているの

で、かなり日本の生活習慣というものを
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理解していらっしゃると思うんです。口

コミで行けない方、そういった機会に恵

まれない方については生活習慣の理解が

いつまでもできない、日本の地域になじ

めないということになると思うんですけ

れども、そういったことについては、ど

のように考えておられるのか、お聞かせ

をいただきたいなというふうに思います。

　あと、ひとり暮らしの高齢者等の実態

についてなんですけれども、今、詳しく

ご説明をいただきました。

　この認知症講座の開設で、サポーター

の資格取得を推進するということについ

ては、かなり社会的にも認知をされて、

これはすごくやっぱりやっていいことだ

なというふうなことを、皆さんが深く意

識をされている現状にあると思いますの

で。先日もそういった機会がありまして、

認知症と加齢による物忘れというか、そ

れの違いっていうのを簡単に説明なんか

をされると、すごく納得もするし、サポー

ターで受講している人も、ああ、自分は

いけるとか、危ないなとかというのも自

覚もできて、非常に楽しく学びながら、

また安心感も持ちながら、自分がサポー

ターとしてお世話する形だけではなくて、

やはり相互に啓発のできる講習だと思い

ますので、しっかりとこれも今後推進を

していっていただいて、今後、介護関係

とか高齢者施策なんかは、重要な施策だ

と思いますけれども、この基礎資料とな

る調査ということに対してですので、今

後、有効なものになるように、しっかり

と取り組んでいただきたいなというふう

に思います。

　また、今施設でだけ活用されていると

いうふうにお聞きをしましたのでしっか

りと地域に、もう本当に３人寄れば２人

までが講習を受けてるよ、サポーターで

すよ、というあのオレンジのリングを皆

さん手につけていただけるような状況に

なるまで、しっかりと地域に開いていけ

るように行政としてリードをしていただ

きたいと、このように思いますので、よ

ろしくお願いいたします。要望といたし

ます。

　あと、介護予防のふれあい事業なんで

すけれども、出てこられない方に対して

対応していただくということは、もう非

常にデリケートなことだと思いますし、

携わっていただいている民生委員さんを

はじめ、地域のお世話をしていただいて

る方々は本当にご苦労されて、容易では

ないというふうに思っておりますけれど

も、しっかりと高齢化と本当に同じ歩調

で、やはり地域のコミュニティとかとい

うこともクローズアップをされておりま

して、さっきの認知症講座もそうなんで

すけれども、やっぱり市長が市政運営の

基本方針の中でも述べておられますよう

に、行政を身近に感じるコンパクトさが、

この摂津市のいいところだというふうに

おっしゃっておられましたが、私も本当

にそうだと思います。対面式で、市民の

皆さんと直接それぞれが顔を合わせてと

いう、行政の実施ができるというような

摂津市には他市にないよさがありますの

で、これをしっかりと生かしていけるよ

うな形で、コンパクトなこの地域性を十

分に発揮できるような形で、地域共同型

社会という、やはりそういったお互いに

本当にしっかりと協力し合っていくと。

単なる自助・公助・共助とかと、そうい

う言葉の上だけのことではなくて、地域

の皆さんがしっかりと手をつないでいく

と。どうしても縦割りになりがちになる

のも無理からぬところもあるかとは思う

んですけれども、しっかりと互いの施策

を確認しつつ、連携をとっていただきた

いなというふうに思います。これから出
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られてる方もメンバーが限られてくると

か、そういった状況に陥っているような

ところもあると思います。しっかりと新

しい空気を入れていただけるような努力

も、あわせて取り組みについてお願いを

したいと思いますので、要望とします。

よろしくお願いいたします。

　あと、民間保育所の入所承諾事業、ご

説明をいただきまして、基本的には主要

事業なんかとか、この概要なんかに書い

ていただいている内容でしたのでわかり

ました。

　多様なサービスに向けて、しっかりと

取り組んでいくということですね。今回

かなり、もう本当に前向きな形で取り組

みを展開されるということで、しっかり

と期待をしておりますので、皆さんに喜

んでいただけるように。とにかく、まず

子ども手当を支給するより、国は保育所

での一時預かりの時間の延長とか、病後

児保育とか、要するに、まず保育所自体

をしっかりとふやしてほしい、待機児童

の解消をまず一番にしてほしいというお

声が、若いお母さん方、働くお母さん方

から多かったと思いますので、それに対

して本市はしっかりと取り組んでいただ

いておりますので、これからも期待をし

て、頑張っていただけるようにお願いを

したいと思います。要望です。

　あと、地域子育て支援補助事業につき

ましては、しっかりと今本当に取り組み

をしていただいていたということで、あ

りがたいなというふうに思いました。

　つどいの広場事業は、本当に各地域で

展開していただいている、工夫をしてい

ただいて好評です。これをさらに以南地

域へ展開をしていただけるということで、

心強い限りだと思います。摂津市は先ほ

ども申し上げましたようにコンパクトで

すけれども、やはり分断をされておりま

して、交通の利便性が非常に悪いという

ことですので、そこをちゃんと押さえて

いっていただいて、この広場事業を拡大、

拡充をしていっていただいているのは、

本当に心強い思いです。今後しっかりと

したこの取り組み、展開、実施をしてい

ただいて、子育て支援施策としては、子

育てに大変苦労されている若いお母さん

方の大きな力となっていただきたいと。

今後ともよろしくお願いしたいと思いま

す。頑張っていただきたいと思います。

　一定の質の均一化のための講習会も来

年から実施するということでしたので、

ぜひぜひいい内容にしていただけるよう

に期待をして、また結果を聞かせていた

だきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。

　あと、母子家庭の自立支援給付ですね。

今現状をお話をいただきました。これ以

上はなかなか、国の施策ですので、また

府の力の方がぐっと上ですので、我々、

行政でできることというのは、なかなか

難しいと思いますし、課長がおっしゃっ

たように、実態はそうだと思います。

　ただ、施策的に少しは守られるような

形で、以前よりはちょっとよくはなりま

したけれども、まだまだこれで十分と言

えるような内容ではないと思いますし、

本当にその仕事に資格が必要であるから、

ステップアップできないという人たちに

とっては、支援としてももう一歩、やっ

ぱり施策として講じていただけることが

あったら、ありがたいなというふうに思

います。

　個々の現状をやはりよく見きわめてい

ただいて、適切な対応をしていただくと

いうことは、もう当然なんですけれども、

この自立支援制度の有効活用がなされる

ように、効果を発揮できるように、例え

ば何らかの形で支援員さんを、この技術
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取得とか、資格取得とか訓練期間中は、

行政の方で短時間でもいいですから、こ

の時間はどうしても家にいなければなら

ないのだという理由に基づいて、あるい

はそこを精査して、支援員さんの派遣と

かということも、あわせて考えていただ

けたらありがたなと。そうしますと、こ

の施策もさらに効果がしっかりと上がっ

ていって、やはり養える力のある技術取

得、あるいは資格取得で自信を持ってお

母さんも働いていただける。また、しっ

かりと働くお母さんの背中を見て、母子

家庭であってもお母さんの頑張っている

姿を見て、また子どもたちがしっかりと

自分も頑張ろうというふうな思いになる

と思いますので、この点について、また

ご検討をいただいて、できれば支援員さ

んを送っていただくような形を、実施し

ていただければと思いますので、よろし

くお願いします。

　これにつきましては、副市長からお考

えをお聞かせいただければと思います。

　あと、生活保護事業に関連してのお答

えをいただきました。一応確認をしては

いただいてるということでしたけれども、

いろいろご苦労があると思うんですね。

ですけれども、なかなか経済観念がない

方については、成年後見制度を使ってい

くとか、あるいは、そこまでいかなくて

もという人の場合は、やはり家賃納付の

確認を必ず義務づけるというようなこと

を決めていくということについて、何か

支障がありますでしょうかね。

　生活保護費として、当然払わなあかん

もんですから支給をしてるわけです。払

えてないこと自体が、非常に問題だと思

いますので、その点について最低翌月の、

もう何か月もためる人がどうもいるとい

うことを耳にしましたので、もうどうし

ようもなくなってということになります

ので、翌月には必ず納付書を、あるいは

家賃を納めてるという領収等に付随する

もの、それに関連するものを見せてもらっ

て、確認して生活保護費を支給していく

というようなことを。強制ではありませ

んけれども、義務的にでもきちんとやっ

ていただくようなことは、そういったこ

とを例えば行政として実施しようと思い

ましたら、何か支障がありますでしょう

か。この点について、ちょっとお聞かせ

をいただければ。問題がなければ、その

ようにしていただきたいと思いますけれ

ども、これについてどうお考えなのか、

お聞かせをください。

　あと、保健センター運営事業です。こ

れは特定健診、がん検診とかその成果を

しっかりと疾病の予防と早期発見という

ことでやっていただいてるということで、

本市はもう本当に積極的に、この接種に

ついても取り組んでいただいております

し、代表質問でお話もさせていただき、

また、要望もさせていただきましたけれ

ども、非常に大きく前進をしていただい

ておりますので、高く評価をさせていた

だいているところでありますけれども。

　この特定がん検診で、やはり子宮頸が

んの予防ワクチンの接種について、なか

なか今の財政では厳しいとは思うんです

ね。ですけども、ぜひ公費負担を視野に

入れて検討していただきたいなというふ

うに思います。これは３回接種しないと

いけないんですけれども、これ１回１万

５，０００円で、さらに医療費なんかの

費用がつきますので、やっぱり４万５，

０００円から６万円ぐらい、大体費用が

要るという形になるようです。実際的に

接種をしていただくと、６か月以内だと

思うんですけれども、この接種につきま

しては、やはり高額であるので、なかな

か現状は踏み切れないという方もいらっ
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しゃって、いいのはわかっているんです

けれども、現実にちょっと難しいんです

という方がいらっしゃいますので、やっ

ぱりそういった点について、ぜひぜひ支

援をしていただくようなお考えをしてい

ただければと思います。よろしくお願い

します。要望としておきます。

　それと、あと機能回復につきましては、

機能訓練事業、リハビリの機器を購入と

いうことで、どんな機器が入るのかやは

り皆さん期待をされて、いいんだったら、

さっきちゃんと言っていただいたように

リフトバス３台をしっかりと活用して、

運行していただけるということで、公共

交通機関の足の確保ができてない点も考

慮に入れていただいて、取り組んでいた

だくということですので、ぜひぜひ期待

をして、コミュニティプラザで皆さんが

しっかり機能訓練ができるということで、

喜んで行っていただくということができ

るように、ぜひ実現をしていただきたい

と思いますし成功していただきたいと思

います。

　また、あわせて先ほど申しましたよう

に、やはり出向くのがどうしてもという

方、高齢者の引きこもりなんかの防止施

策にも関係してまいりますけれども、ど

うしてもひざが痛いとか、腰が痛かった

ら外へ行きにくくなりますので、やはり

近くの公民館等とかの場所、ほかの事業

としっかりとタイアップをして、そこへ

出向いて行って機能回復というようなこ

とを考えられるように、自分のところの

分野だけで終わらせてしまうというので

はなくて、しっかり横に横にと皆さんで、

一つの力よりも二つ、三つの力が、もっ

と大きな力になっていくと思いますので、

その辺も考慮に入れて展開をしていただ

きたいなというふうに思いますので、要

望としておきます。よろしくお願いいた

します。

　あと、新型インフルエンザの対策事業

ですけれども、内容はよくわかりました。

本当に有事に対して、備えあれば憂いな

しということですので、まさにきちんと

そういった対策を考えていただき対応し

ていただいている、本当にしっかりとやっ

ていただいているなというふうに思いま

す。今回は対策会議の段階ですので、い

ざというときに実行力を本当に発揮でき

るように、万全の体制づくりを本市とし

てもお願いしたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。要望です。

　あと、リサイクルプラザの運営事業な

んですけれども、これはペットボトルキャッ

プの資源化への取り組みについてなんで

すけれども、お答えいただいてましたで

すかね。たしかなかったと思うんです。

太陽光パネルの方は、お聞かせをいただ

いたんですけれども、これちょっと計画

とか整備等について、お聞かせをいただ

きたいと思います。

　あと、商品券の発行なんですけれども、

プレミアム付きセッピィ商品券、購入場

所に対する考え方というのは、しっかり

とまたお取り組みをいただいて、郵便局

とか、ＪＡ北大阪とか、１回やったとこ

ろはどうしても次スムーズなんで、次も

そこでいいかなという気持ちにもなるの

は、理解もできるんですけれども、ここ

はやっぱりしっかりと声を聞いていただ

いて、郵便局とＪＡ北大阪、より近いと

ころなんかをちょっと考えていただくと

か。

　また、両方ともにかなりの距離がある

地域への検討は、所管が違うんですけれ

ども公民館等で。１か所でやったら、何

であそこだけということになるので、そ

の辺はよくよくまた思索していただいて、

例えば公民館なんかだったらみんながわ
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かってるし、ある程度地域の中心という

ことになっているので、そういったとこ

ろへ出向して、販売日を決めて販売する

のはどうかとか、よりたくさんの人に、

販売箇所に向けた公平性がしっかりと担

保される。そういった形を、これからも

しっかりと考えていっていただけたらな

というふうに思います。要望ですので、

よろしくお願いします。

　あと、通行量及び購買実態調査事業な

んですけれども、中身をお聞かせをいた

だきましたけれども、それにしても費用

的に、余りにも大きな差がありますので、

今回、シルバーさんにしていただくとい

うことでよろしいんですけれども、この

調査に基づく総合判断なんかは、やっぱ

り専門機関の意見も必要じゃないかと思

いますし、これまで南千里丘のまちづく

りができるということで、商店街の様相

なんかもちょっと変わってくると思うん

ですよね。こういったことにしっかりと

調査力を、結果として発揮をしていただ

けるような形にするには、１回やっただ

けでは、なかなか結果として求められる

ものが薄いんじゃないかなというふうに

思いますので。さっきもおっしゃってま

したように、商業の活性化条例が策定さ

れることについて、それもちゃんと考慮

に入れてますとおっしゃってましたので、

調査事業がしっかりと反映されるように、

３年間ぐらいは同じ調査の連続実施を、

ぜひしていただきたいと思いますけれど

も、この辺のお考えについて、もう一度

お聞かせをいただきたいと思います。

　あと、地域就労支援事業なんですけれ

ども、支援体制としてはポリテクセンター

関西とも連携をとって今まではやってき

たけれども、ことしは多分そういう予定

がまだ立ってないと思うんですけれども、

しっかりと予定を立てていただいて、就

労施策ですね。中学卒業、あるいは高校

卒業の子どもたちに仕事がない、求人が

ないということが、今もう本当に社会問

題として取り上げられております。先日

も新聞紙上で、就職先のない新卒者の支

援ということで、国が２００９年の第１

次補正予算ですね、前政権のときの予算

を使って中学生の卒業の子どもたち、あ

るいは高校の子どもたちを対象に、期間

は６か月間ということで支援事業を打ち

出しております。こういったことにもしっ

かり目を向けて、取り組みをしていただ

きたいなというふうに思います。

　あとはＪＯＢカフェにつきましては、

できないということですが、大きな物す

ごい箱物とかじゃなくていいんです。職

業のあっせんができないのはもちろんわ

かってますし、ただ、ＪＯＢカフェＯＳ

ＡＫＡができたときも、ここら辺、北摂

地域は、かなり遠いんですよね。だから

ＪＯＢカフェに行ってみたいけど、１回

行っても毎日は行けないって、しょっちゅ

うは行けないということをやっぱり言っ

てますので、ＪＯＢカフェが遠いからやっ

ぱり利用しづらいという声が実際にある

ので、ここだったら茨木のハローワーク

まで、まだＪＯＢカフェに行くよりはい

い。でもＪＯＢカフェがあれば、若者の

就労支援なんかにとっては、やはりいろ

んな魅力的な場面もあるということで、

何とかＪＯＢカフェをやる前提がないと

いうような話し方ではなくて、しっかり

と設置等についても取り組んでみようか

なという、その考え方を持ってもらいた

いなというふうに思うんです。

　そういった観点からも、ポリテクセン

ター関西という大きな団体があるので、

やはり何かご相談をして、これに近いも

のができるのではないかなと。あるいは、

いろんな検討をしていただきたいと思う
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んですけれども、この点についてはどの

ようにお考えか、お聞かせをいただきた

いと思います。

　あと、議案第１０号の補正の方はお答

えをいただきまして、内容がきちんと把

握をされていたということを、お聞かせ

をいただきましたので、大変よく理解で

きましたのでありがとうございました。

　こういったいろんな形で、また中身の

検証ということについては、きちんと今

後もやはりしていただけたらなと思いま

す。

　地域福祉の分野では今後、地域包括支

援センターは最も重要となる位置づけだ

と思いますので、役割をしっかりと果た

していただけるように、これからも頑張っ

ていただきたいと思います。

○森西正委員長　本日の委員会はこの程

度にとどめ、散会します。

（午後４時５４分　散会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

民生常任委員長 森 西 　 正

民生常任委員  嶋 野 浩 一 朗
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